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①

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者

㊞
大阪府大阪市北区万歳町４番12号

株式会社　施設工学研究所

代表取締役　吉住　則明

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 6月 6日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1 9 5
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 2 1 4 5
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 6月 6日　から　令和 5年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22002972

1 委 託 業 務 名 吹田市立保育所等建築物及び建築設備定期点検業務

2 場 所 山田保育園他12か所
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（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

（４） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、
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発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者

と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 



3 

 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 
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 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

（１） 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

（２） 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

（３） この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

（１） この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認めら

れるとき。 

（２）  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

（３） 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置

命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行

い、これが確定したとき。 

（４） 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

（１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人

の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を

代表する者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められると

き。 

（２） 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図

る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（３） 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力

団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる
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とき。 

（４） 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

（５） 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当た

り、その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

（１） 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少

したとき。 

（２） 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至

ったとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１） 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した

場合 
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（２） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立保育所等建築物及び建築設備定期点検業務仕様書 

 

１ 業務名 

 吹田市立保育所等建築物及び建築設備定期点検業務 

 

２ 業務の場所 

 別紙「点検施設等一覧表」のとおり 

 

３ 業務の内容 

 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）12 条第２項等に基づく定期点検に係る調査及び

報告業務等 

 

４ 履行期間 

 契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

 

５ 点検の種別及び方法 

 建築点検 建築基準法第 12 条第２項に基づく建築点検 

設備点検  建築基準法第 12 条第４項に基づく設備点検（昇降機を除く） 

※ 点検対象は敷地、建物外部及び建物内部等の全てとする。 

※ 各施設において行うべき点検は「点検施設等一覧表」のとおり。 

 

６ 点検者の資格 

点検者は、各点検において必要な次のいずれかの資格を有する者とする 

一級建築士（すべての点検業務が可） 

二級建築士（すべての点検業務が可） 

特定建築物等調査員資格者（建築物の敷地及び構造の点検に必要） 

建築設備検査員資格者（昇降機以外の建築設備の点検に必要） 

※ 点検の実施に先立ち氏名、生年月日、経歴書及び点検に関する資格を証明するものにつ

いて書面をもって通知すること。 

 

７ 提出書類 

（１）建築点検結果報告書（２部作成すること） 

ア 建築物定期点検報告書   （別紙様式１）（Excel データ）  

イ 建築物定期点検結果書   （別紙様式２）（Excel データ） 

ウ 定期点検報告概要書（建築物）  （別紙様式３）（Excel データ） 

エ 点検結果表-1～3    （別紙様式４）（Excel データ）  

オ 点検結果表特記事項   （別紙様式５）（Excel データ）  

カ 点検結果表（既存不適格）特記事項 （別紙様式６）（Excel データ）  

キ 定期点検図及び定期点検記録図  （JWW 形式） 

配置図   S：1/1000 程度 

各階平面図（各棟毎）  S：1/400 程度 



各棟立面図（各面）   S：1/400 程度 

 ※ 定期点検図の作図は、CAD とする。 

※ 写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること。 

ク 点検記録写真    （別紙様式８）（Excel データ）  

※ 定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること。 

※ エ～クは棟毎に作成すること。 

 

（２）設備点検結果報告書（２部作成すること） 

ア 建築設備定期点検報告書   （別紙様式Ａ）（Excel データ）  

イ 定期点検報告概要書（建築設備）  （別紙様式Ｂ）（Excel データ）  

ウ 点検結果表－１～８   （別紙様式Ｃ-1～8）（Excel データ） 

エ 点検結果表特記事項   （別紙様式５）（Excel データ）  

オ 点検結果表（既存不適格）特記事項 （別紙様式６）（Excel データ） 

カ 法第 28 条第 2 項又は第 3 項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設け

るべき調理室等を除く。）換気状況評価表 （別表１）（Excel データ） 

 ※ 中央管理方式の空気調和設備の調査は夏季・冬季等の負荷の大きな日を設定す

ること。 

キ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表 

（別表２）（Excel データ）  

ク 排煙風量測定記録表   （別表３－１）（Excel データ）  

ケ 排煙風量測定記録表 給気式（特殊な構造の排煙設備） 

（別表３－２）（Excel データ）  

コ 排煙風量測定記録表  加圧式（加圧防排煙設備） 

（別表３－３）（Excel データ）  

サ 非常用の照明装置の照度測定表  （別表４）（Excel データ）  

シ 定期点検図及び定期点検記録図  （JWW 形式） 

配置図   敷地内の各設備がある場所の記入 

各階平面図（各棟毎）  S：1/100 以上 

換気設備及び排煙設備のダクト及び防火ダンパー等の

位置、非常用の照明装置の位置、給水設備及び排水設備

の位置を記入すること。 

系統図   系統図を作成し、防火ダンパー等を記入すること。 

 ※ 定期点検図の作図は、CAD とする。 

※ 写真番号を落とし込み、点検結果を引き出し線で記入すること。 

ス 点検記録写真    （別紙様式８）（Excel データ）  

※ 定期点検記録図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること。  

※ ウ～スは点検施設に該当設備があるものに限る。 

 

（３）改善計画書（１部作成すること） 

ア 改善計画書    （別紙様式①）（Excel データ）  

イ 棟別要改善事項一覧表   （別紙様式②）（Excel データ）  

ウ 図面     （JWW 形式） 



配置図         S：1/1000 程度  

  各棟平面図（各棟毎）  S：1/400 程度 

  各棟立面図（各面）   S：1/400 程度  

 ※ 改善が必要な箇所に状況・改善方法・写真番号を落とし込むこと。 

エ 写真     （別紙様式③） （Excel データ）  

※ 改善計画図に写真番号を記入し、撮影箇所がわかるようにすること。また、改善

方法も記入しておくこと。 

 

※ 図面はＡ３で作成し、その他はＡ４で作成のこと。 

※ 図面ファイル１つにつき１図面とする。複数の図面を入れないこと。 

※ 上記内容のデータを CD 又は DVD でも提出すること。 

※ 建築点検報告書・設備点検報告書・改善計画書・施設点検報告書をチューブファイルに

まとめること。 

 

８ 留意事項 

（１）業務実施に当たっては、関係者と協議し、事故等が生じないよう十分な安全対策を

講ずること。 

（２）点検に必要な工具、計測機器等の機材は設備機器に付属して設置されているものを

除き、受注者の負担とする。 

（３）業務の実施にあたっては、既存設備または他の物品等に損害を及ぼさないよう注意

し、万一損害を与えた場合は直ちに施設管理担当者に報告し、その指示に従い修復

すること。 

（４）業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る

こと。 

（５）本書に定めのない事項については施設管理担当者と協議し、その指示に従うととも

に議事録を作成して提出すること。 

（６）本業務で知り得た事項及び関連資料を当該業務に関るもの以外に漏洩してはなら

ない。 

（７）著作権、特許権その他の第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関し

てはその費用負担及び使用交渉の一切を受注者が行う。 

（８）点検の実施に関しては、施設管理担当者が立ち会うことがある。また、受注者側か

ら施設管理担当者に立ち会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。 

（９）調査に当たっては、施設管理担当者と協議の上行うこと。 

（10）点検結果については、施設管理担当者等に十分な説明を行うこと。 

（11）その他疑義が生じた場合には、速やかに施設管理担当者等と協議すること。 

 

９ 仕様書等についての質問先 

 吹田市児童部保育幼稚園室 総務グループ 施設管理・園務改善担当（06-6834-1541） 



別紙　点検施設等一覧表

居室・一般調
理室等

中央管理方式の
空気調和設備

1 南千里保育園 吹田市桃山台1丁目4-1 1969 1403.23 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 ― 有 ― ― ― 有 ―

2 ことぶき保育園 吹田市岸部中2丁目2-1 1969 1153.82 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 ― 有 ― ― 有 有 ―

3 垂水保育園 吹田市垂水町1丁目6-9 1975 882.38 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 ― 有 ― ― 有 有 ―

4 吹一保育園 吹田市内本町1丁目23-28 1975 865.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 ― 有 ― ― 有 有 ―

5 山田保育園 吹田市山田市場19-9 1969 693.92 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1 有 有 ― ― ― 有 ―

6 岸部保育園 吹田市岸部北2丁目2-2 1972 986.65 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 有 有 ― ― ― 有 ―

7 千里山保育園※ 吹田市千里山東2丁目19-22 1972 756.50 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 有 有 ― ― ― 有 ―

8 東保育園 吹田市南正雀4丁目1-1 1973 974.43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 有 有 - - 有 有 ―

9 吹六保育園 吹田市南清和園町40-31 1978 864.57 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 有 有 - - 有 有 ―

10 片山保育園 吹田市出口町32-1 1979 888.12 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 有 有 - - 有 有 ―

11 千三保育園 吹田市千里山西1丁目12-1 1979 943.21 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 有 有 - - 有 有 ―

12 山三保育園 吹田市山田西1丁目27-15 1983 977.97 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 有 有 - - 有 有 ―

13 いずみ保育園・いずみ小規模園 吹田市泉町2丁目11-43 1967 1480.65 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 有 有 - - 有 有 ―

※ 併設施設（延べ面積）・・・千二地区高齢者いこいの間（38.00㎡）、千二地区公民館（456.00㎡）

防火設備

最　高
階　数

建築物点検 換気設備
排煙設備

非常用の
照明装置

給排水設備

建築設備点検

番号 施 設 名 場　　　　所
最も古い施設

の
建築年度

延べ面積
※併設施設

面積除く

主たる
構　造



㊞

㊞

記

　

名　 　称

3

所 在 地
5

6

所 在 地

建　築　物　定　期　点　検　報　告　書

下記建築物について、定期点検した結果は別紙のとおりです。

名　 　称

代表者名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

吹田市長　あて

点検者 所属名称

1

2

業務期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

名　 　称

所 在 地
7

名　 　称

所 在 地

所 在 地

名　 　称

所 在 地

（様式　１）

業　務　名

施　設

点検者氏名

資格・番号

4

名　 　称

所 在 地

名　 　称



不適合
有 要注意
有

（様式　２）

指摘内容

1
敷地の調査状
況について

□地盤

□擁壁

□その他（　　　　）

指摘内容及び改善内容指　摘　事　項

□屋根葺き材等の緊結

□その他の構造耐力上
 　主要な部分の構造強度

2
一般構造の調
査状況につい
て

□採光

□換気設備の設置

□その他（　　　　）

□防火区画

□その他（　　　　）

□防火設備

3
構造強度の調
査状況につい
て

□構造部材の耐久

□土台及び基礎

□その他（　　　　）

□その他（　　　　）

□廊下、ﾊﾞﾙｺﾆｰ、
　 屋外広場等

□階段

□排煙設備の設置

□非常用照明装置の設備

4
耐火構造等の
調査状況につ
いて

□耐火構造

建　築　物　定　期　点　検　結　果　書

□非常用の進入口

□敷地内の通路

□高架水槽の状況

施　設

5
避難施設等の
調査状況につ
いて

□戸、屋外への出口等

□非常用の昇降機の設置

名　　　　称

所　在　地

6
その他の設備
等の調査状況
について

□給水・排水配管の状況

□受水槽の状況

□その他（　　　　）



調査等の概要
【１．所有者】

【イ．氏名のフリガナ】 スイタシ
【ロ．氏名】 吹田市
【ハ．郵便番号】 564-8550
【ニ．住所】 吹田市泉町１丁目３番４０号

【２．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】 スイタシジドウブホイクヨウチエンシツ
【ロ．氏名】 吹田市児童部保育幼稚園室
【ハ．郵便番号】 564-8550
【ニ．住所】 吹田市泉町１丁目３番４０号

【３．点検者】
（代表となる点検者）

【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号
建築基準適合判定資格者　　　　　　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号
登録調査資格者講習を終了した者　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】

（　  　　　）建築士事務所　（　　　　  　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】

（その他の点検者）
【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号

建築基準適合判定資格者　　　　　　　　　　　　　　　　  第　　　　　　　　　　　　号
登録調査資格者講習を終了した者　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】

（　　　　）建築士事務所　（　　　　　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】

【４．点検対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】

【５．調査による指摘の概要】
【イ．指摘の内容】 □要是正の指摘あり （□既存不適格） □指摘なし
【ロ．指摘の概要】
【ハ．改善予定の有無】 □有（令和　　　年　　　月に改善予定） □無
【ニ．その他特記事項】

【６．点検の状況】
【イ．今回の調査】  令和　　　年　　　月　　　日実施
【ロ．前回の調査】 □実施 (令和　　　年　　　月　　　日報告) □未実施 □対象外

建築物及びその敷地に関する事項
【１．敷地の位置】

【イ．防火地域】 □防火地域 □準防火地域
□その他（　　　　　　　　　　　　　　） □指定なし

【ロ．用途地域】
【２．建築物及びその敷地の概要】

【イ．構造】 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨鉄筋コンクリート造
□鉄骨造 □その他（　　　　　　　　　　　）

【ロ．階数】 地上　　　　階 地下　　　　階
【ハ．敷地面積】 ㎡
【ホ．延べ面積】 ㎡

定期点検報告概要書（建築物）
（様式　３）



（様式 ４）

既　存
不適格

1

(1) 法第19条第2項

(2) 法第19条第1項、第3項

(3) 令第127条,128条,128条の2

(4) 令第128条,128条の2

(5) 令第127条,128条,128条の2

(6)

(7)

(8) 法第19条第4項,令第142条

(9)

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
法第23条,法第24条,法第25条,法
第64条,令第109条

(6) 令第49条

(7) 令第39条,令第57条

(8)
令第39条,令第62条の6,令第62条
の7

(9) 令第64条,令第66条

(10) 令第39条,令第79条,令第79条の3

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) 令第39条

(16) 令第39条,S46告示第109号

(17)

(18)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

法第22条,63条,84条の2,令第107
条,107条の2,108条,108条の
3,109条の3,109条の5,136条の
9,136条の10

(7) 令第39条第1項

(8)

(9)

4

(1) 令第112条第9項

(2) 令第112条第1項～第9項

(3) 令第112条第12項,第13項

(4)

(5)

敷地及び地盤

地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況

敷地

点検結果表-1

（　点検施設名　）

当該点検に
関与した点
検者

氏　　名

代表となる点検者

その他の点検者

番号 調　査　項　目

特記
事項
の

有無

関係法令指摘
なし

要是正
経過
観察

点検結果

敷地内の排水の状況

敷地内の通路

敷地内の通路の確保の状況

有効幅員の確保の状況

敷地内の通路の支障物の状況

塀

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等
の耐震対策の状況

令第61条、令第62条の8

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等
の劣化及び損傷の状況

擁壁
擁壁の劣化及び損傷の状況

擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況

建築物の外部

基礎
基礎の沈下等の状況 令第38条

基礎の劣化及び損傷の状況

土台（木造に限る。）
土台の沈下等の状況 令第42条

土台の劣化及び損傷の状況

木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び
損傷の状況

鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の
外壁躯体の劣化及び損傷の状況

外装仕上げ材等

タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除
く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況

令第39条

乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の
状況
金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状
況

コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び
損傷の状況

窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況

はめ殺し窓のガラスの固定の状況

外壁に緊結された広告
板、空調室外機等

機器本体の劣化及び損傷の状況 令第39条

支持部分等の劣化及び損傷の状況

屋上及び屋根

屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況

外
壁

躯体等

外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある
部分の防火対策の状況

屋上周り（屋上面を除く。）

パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況 令第39条

笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況

金属笠木の劣化及び損傷の状況

排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況

屋根（屋上面を除く。）

屋根の防火対策の状況

屋根の劣化及び損傷の状況

機器及び工作物（冷却等設
備、広告塔等）

機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 令第129条の2の4

支持部分等の劣化及び損傷の状況

建築物の内部

防
火
区
画

令第112条第９項に規定する区画の状況

令第112条第１項から第３項まで又は同条第５項から第８項までの各項に規定
する区画の状況

令第112条第12項又は第13項に規定する区画の状況

防火区画の外周部

令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に
規定する防火設備の処置の状況

令第112条第10項,第11項

令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に
規定する防火設備の劣化及び損傷の状況



（様式 ４）

既　存
不適格

(6) 令第49条

(7) 令第39条,令第57条

(8)
令第39条,令第62条の6,令第62条
の7

(9) 令第64条,令第66条

(10) 令第39条,令第79条,令第79条の3

(11) 令第112条,令第115条の2の2

(12)

(13)
法第27条,令第107条,令第107条
の2,令第108条の3

(14)
令第112条第15項,第16項,令第
129条の2の5,H12告示1376号,H12
告示1422号

(15) 令第114条

(16)
法第35条の2,令第112条,令第128
条の3の2～129条,H12告示1439号

(17) 令第49条

(18) 令第64条,令第66条

(19) 令第39条,令第79条,令第79条の3

(20) 令第112条,令第115条2の2

(21)

(22)
令第112条第15項,第16項,令第
129条の2の5

(23)
法第35条の2,令第112条,令第128
条の3の2～129条,H12告示1439号

(24) 令第39条

(25) 令第39条

(26)

(27)

(28)

(29) 令第123条

(30)

(31)

(32)

(33)

(34) 令第39条

(35)

(36)
法第28条第1項,法第19条第1項,
令第20条

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

法第28条の2,H18告1172号

(43)

(44)

(45)

点検結果表-2

番号 調　査　項　目

特記
事項
の

有無

関係法令指摘
なし

要是正

点検結果

経過
観察

壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分

躯体等

木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷
の状況

組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損
傷の状況

補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部
分の躯体の劣化及び損傷の状況

鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損
傷の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の
壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況

一時間準耐火基準
に適合する準耐火
構造の壁、耐火構
造の壁又は準耐火
構造の壁（防火区
画を構成する壁に
限る。）

準耐火性能等の確保の状況

部材の劣化及び損傷の状況

給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の
充填等の処理の状況

鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況

給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の
充填等の処理の状況

令第114条に規定する界
壁、間仕切壁及び隔壁

令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況

令第128条の5各項
に規定する建築物
の壁の室内に面す
る部分

室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況

防火設備（防火扉、シャッ
ターその他これらに類するも
のに限る。）

区画に対応した防火設備の設置の状況

床

躯体等

木造の床躯体の劣化及び損傷の状況

鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の
床躯体の劣化及び損傷の状況

一時間準耐火基準
に適合する準耐火
構造の床、耐火構
造の床又は準耐火
構造の床（防火区
画を構成する床に
限る。）

準耐火性能等の確保の状況

部材の劣化及び損傷の状況

天
井

令第128条の5各項
に規定する建築物
の天井の室内に面
する部分

室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況

室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況

特定天井
特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況

換気のための開口部の面積の確保の状況

令第112条,S48告2563号,S48告
2564号居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通

路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の
状況

昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定す
る基準への適合の状況

防火戸の開放方向

常時閉鎖又は作動した状態にある防火設
備（以下「常閉防火設備」という）の本
体と枠の劣化及び損傷の状況

常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況 令第112条,S48告2563号,H12告
1369号常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害とな

る物品の放置の状況

常閉防火扉の固定の状況

法第28条第2項,3項,令第20条の
2,令第20条の3,令第129条の2の6換気設備の設置の状況

換気設備の作動の状況

換気の妨げとなる物品の放置の状況

照明器具、懸垂物等

照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況

防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の
状況

居室の採光及び換気

採光のための開口部の面積の確保の状況

採光の妨げとなる物品の放置の状況

石綿等を添加した建築材料

吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する
石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを
超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使
用の状況

吹付け石綿等の劣化の状況 法第28条の2

除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止
措置の実施の状況

囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及
び損傷の状況



（様式 ４）

既　存
不適格

5

(1) 令第120条,121条,122条

(2) 令第119条

(3)

(4) 令第118条,124条,125条,125条の
2

(5)

(6) 令第126条

(7) 令第121条

(8)

(9)

(10)

(11)
令第120条,121条,122条,123
条,124条

(12) 令第23条,24条,124条

(13) 令第25条

(14)

(15)

(16) 令第123条

(17) 令第121条の2,令第123条第2項

(18)

(19) 令第122条,令第123条

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37) 令第129条の13の3

(38)

(39)

(40)

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
法第33条,令第129条の14,129条
の15

(6)

(7)

(8) 令第139条

(9) 法第88条,令第138条,139条

点検結果表-3

番号 調　査　項　目

特記
事項
の

有無

関係法令指摘
なし

要是正

点検結果

経過
観察

避難施設等

令第120条第２項に規定する通路 令第120条第２項に規定する通路の確保の状況

廊下
幅の確保の状況

物品の放置の状況

出入口
出入口の確保の状況

物品の放置の状況

屋上広場 屋上広場の確保の状況

避難上有効なバルコニー

避難上有効なバルコニーの確保の状況

手すり等の劣化及び損傷の状況

物品の放置の状況

避難器具の操作性の確保の状況

階
段

階段

直通階段の設置の状況

幅の確保の状況

手すりの設置の状況

物品の放置の状況

階段各部の劣化及び損傷の状況

屋内に設けられた避難階
段

階段室の構造の確保の状況

屋外に設けられた避難階
段

屋内と階段との間の防火区画の確保の状況

開放性の確保の状況

特別避難階段

令第123条第3項第一号に規定するバルコ
ニー（以下単に「バルコニー」とい
う。）又は付室（以下単に「付室」とい
う。）の構造及び面積の確保の状況

階段室又は付室（以下「付室等」とい
う。）の排煙設備の設置の状況

S44告示1728号

付室等の排煙設備の作動の状況

付室等の外気に向かって開くことができ
る窓の状況

物品の放置の状況

排
煙
設
備
等

防煙壁

防煙区画の設置の状況 令第126条の3

防煙壁の劣化及び損傷の状況

可動式防煙壁の作動の状況

排煙設備

排煙設備の設置の状況 令第126条の2,126条の3,　　H12
告示1436,1441,1442,1437排煙設備の作動の状況

排煙口の維持保全の状況

そ
の
他
の
設
備
等

非常用の進入口等
非常用の進入口等の設置の状況

令第126条の6,126条の7
非常用の進入口等の維持保全の状況

非常用エレベーター

令第129条の13の3第3項に規定する乗降
ロビー（以下単に「乗降ロビー」とい
う。）の構造及び面積の確保の状況

法第34条第2項,令第129条の13の
3,S45告示1833号

昇降路又は乗降ロビー（以下「乗降ロ
ビー等」という。）の排煙設備の設置の
状況

H14告示666号

膜張力及びケーブル張力の状況

免震構造建築物の免震層
及び免震装置

乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況

乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことがで
きる窓の状況

物品の放置の状況

非常用エレベーターの作動の状況

非常用の照明装置

非常用の照明装置の設置の状況

煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状
況

令第115条,139条,令第129条の2
の4

付帯金物の劣化及び損傷の状況

令第126条の4,126条の5

非常用の照明装置の作動の状況

照明の妨げとなる物品の放置の状況

その他

特
殊
な
構
造
等

膜構造建築物の膜体、取
付部材等

膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況

令第138条第１項第１号
に掲げる煙突

煙突本体の劣化及び損傷の状況

付帯金物の劣化及び損傷の状況

免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状
態にある場合に限る。）

H12告示2009号

上部構造の可動の状況

避雷設備
避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況

煙
突

建築物に設ける煙突



点検結果表

　特記事項 （様式 ５）

番
号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等



番
号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等

点検結果表（既存不適格）

　特記事項 （様式 ６）



別添２様式（Ａ４）

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

部位

特記事項

点検結果

点検結果

部位

点検記録写真
点検結果

（様式 ８）

点検項目部位

点検項目

点検項目

特記事項

特記事項



㊞

㊞

記

　

（様式　A）

業　務　名

施　設

点検者氏名

資格・番号

4

名　 　称

所 在 地

名　 　称

業務期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

名　 　称

所 在 地
7

名　 　称

所 在 地

所 在 地

名　 　称

所 在 地

下記建築物の建築設備について、定期点検した結果は別紙のとおりです。

建　築　設　備　定　期　点　検　報　告　書　

名　 　称

代表者名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

吹田市長　あて

点検者 所属名称

1

2

名　 　称

3

所 在 地
5

6

所 在 地



調査等の概要

【１．所有者】

【イ．氏名のフリガナ】 スイタシ

【ロ．氏名】 吹田市

【ハ．郵便番号】 564-8550

【ニ．住所】 吹田市泉町１丁目３番４０号

【２．管理者】

【イ．氏名のフリガナ】 スイタシジドウブホイクヨウチエンシツ

【ロ．氏名】 吹田市児童部保育幼稚園室

【ハ．郵便番号】 564-8550

【ニ．住所】 吹田市泉町１丁目３番４０号

【３．点検者】

（代表となる点検者）

【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号

建築基準適合判定資格者　　　　　　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

登録調査資格者講習を終了した者　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　  　　　）建築士事務所　（　　　　  　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

（その他の点検者）

【イ．資格等】 （　　　　）建築士　　　（　　　　　　　　　　　　　　）登録 第　　　　　　　　　　　　号

建築基準適合判定資格者　　　　　　　　　　　　　　　　  第　　　　　　　　　　　　号

登録調査資格者講習を終了した者　　　　　　　　　　 　第　　　　　　　　　　　　号

【ロ．氏名のフリガナ】

【ハ．氏名】

【ニ．勤務先】

（　　　　）建築士事務所　（　　　　　　　）知事登録　　  第　　　　　　　　　　　　号

【ホ．郵便番号】

【ヘ．所在地】

【ト．電話番号】

【４．点検対象建築物】

【イ．所在地】

【ロ．名称のフリガナ】

【ハ．名称】

【ニ．用途】

【５．調査による指摘の概要】

【イ．指摘の内容】 □要是正の指摘あり （□既存不適格） □指摘なし

【ロ．指摘の概要】

【ハ．改善予定の有無】 □有（令和　　　年　　　月に改善予定） □無

【ニ．その他特記事項】

【６．点検の状況】

【イ．今回の調査】  令和　　　年　　　月　　　日実施

【ロ．前回の調査】 □実施 (令和　　　年　　　月　　　日報告) □未実施 □対象外

（様式　B）

定期点検報告概要書（建築設備）



建築設備の状況等

【１．換気設備の概要】

【イ．無窓居室】 □自然換気設備（　　　系統　　　　室） □機械換気設備（　　　系統　　　　室）

□中央管理方式の空気調和設備（　　　系統　　　　室）

□その他（　　　系統　　　　室）

【ロ．火気使用室】 □自然換気設備（　　　系統　　　　室） □機械換気設備（　　　系統　　　　室）

□その他（　　　系統　　　　室） □無

【ハ．居室等】 □自然換気設備（　　　系統　　　　室） □機械換気設備（　　　系統　　　　室）

□中央管理方式の空気調和設備（　　　系統　　　　室）

□その他（　　　系統　　　　室）

【ニ．空気調和設備・冷暖房設備】 □個別パッケージ □全空気 □ヒートポンプ

□ファンコイルユニット併用 □その他（　　　　　）

【ホ．防火ダンパーの有無】 □有 □無

【２．排煙設備の概要】

【イ．避難安全検証法等の適用】 □階避難安全検証法（　階） □全館避難安全検証法

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【ロ．特別避難階段の階段室又は付室】

□吸引式（　　　　区画） □給気式（　　　　区画） □加圧式（　　　　区画） □無

【ハ．非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】

□吸引式（　　　　区画） □給気式（　　　　区画） □加圧式（　　　　区画） □無

【ニ．非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】

□吸引式（　　　　区画） □給気式（　　　　区画） □加圧式（　　　　区画） □無

【ホ．居室等】□吸引式（　　　　区画） □給気式（　　　　区画） □加圧式（　　　　区画） □無

【ヘ．予備電源】 □蓄電池 □自家用発電装置 □直結エンジン □無

【３．非常用の照明装置の概要】

【イ．照明器具】 □白熱灯（　　　灯） □蛍光灯（　　　灯） □その他（　　　灯）

【ロ．予備電源】 □蓄電池（内蔵型）　（居室　　　　灯、廊下　　　　灯、階段　　　　灯）

□蓄電池（別置型）　（居室　　　　灯、廊下　　　　灯、階段　　　　灯）

□自家用発電装置　（居室　　　　灯、廊下　　　　灯、階段　　　　灯）

□蓄電池（別置形）・自家用発電装置併用　（居室　　　　灯、廊下　　　　灯、階段　　　　灯）

【４．給水設備及び排水設備の概要】

【イ．飲料水の配管設備】 □給水タンク（　　　基　　　　㎥） □貯水タンク（　　　基　　　　㎥）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【ロ．排水設備】 □排水槽 （□汚水槽　□雑排水槽　□合併槽　□雨水槽・湧水槽）

□排水再生利用配管設備 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

【ハ．圧力タンクの有無】 □有 □無

【ニ．給湯方式】 □局所式 □中央式

【ホ．湯沸器】 □開放式燃焼器 □半密閉式燃焼器 □密閉式燃焼器

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



（様式　Ｃ－１）

氏　　名

既　存
不適格

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

経過
観察

調　査　項　目

点検結果表－１
（換気設備）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

空気ろ過器の点検口

各室の一酸化炭素含有率

各室の二酸化炭素含有率

各室の気流

番号

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正

給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に解放
された給気口及び排気口への雨水等の防止措置
の状況

給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の
取付けの状況

中央管理室における制御及び作動状態の監視の
状況

各室の給気口及び排気口の設置位置

各室の給気口及び排気口の取付けの状況

風道の取付けの状況

風道の材質

給気機又は排気機の設置の状況

換気扇による換気の状況

中央
管理
方式
の空
気調
和設
備

空気調和設備の主要機器
及び配管の外観

空気調和設備の設置の状況

空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況

空気調和設備の運転の状況

機械
換気
設備

機械換気設備(中央管理
方式の空気調和設備を含
む。）の外観

法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）

冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離

空気調和設備の性能

各室の温度

各室の相対湿度

各室の浮遊粉じん量

機械換気設備（中央管理
方式の空気調和設備を含
む。）の性能

各系統の換気量

各室の換気量



（様式　Ｃ－２）

既　存
不適格

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
自然
換気
設備

(10)

(11)

(12)

(13)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

要是正

煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況

経過
観察

点検結果表－２
（換気設備）

換気設備を設けるべき調理室等

給気機又は排気機の設置の状況

機械換気設備の換気量

自然
換気
設備
及び
機械
換気
設備

排気筒、排気フード及び煙突の材質

排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況

給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ

給気口、排気口及び排気フードの位置

給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況

排気筒及び煙突の断熱の状況

排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離

防火
ダン
パー
等

防火ダンパーの設置の状況

防火ダンパーの取付けの状況

防火ダンパーの作動の状況

防火ダンパーの劣化及び損傷の状況

防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無

防火ダンパーの温度ヒューズ

壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況

連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置

連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連
動の状況

法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等

番号 調　査　項　目

点検結果 特記
事項
の

有無
指摘
なし

煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）

機械
換気
設備

煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況

換気扇による換気の状況



（様式　Ｃ－３）

氏　　名

既　存
不適格

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

点検結果表－３
（排煙設備）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第
126条の2第1項に規定する居室等

番号 調　査　項　目

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正
経過
観察

防火ダンパー

防火ダンパーの取付けの状況

防火ダンパーの作動の状況

排煙
機

排煙機の外観

排煙機の設置の状況

排煙風道との接続の状況

煙排出口の設置の状況

煙排出口の周囲の状況

屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置
の状況

排煙機の性能

排煙口の開放との連動起動の状況

作動の状況

電源を必要とする排煙機の予備電源による作動
の状況

排煙機の排煙風量

中央管理室における制御及び作動状態の監視の
状況

排煙
口

機械排煙設備の排煙口の
外観

排煙口の位置

排煙口の周囲の状況

排煙口の取付けの状況

手動開放装置の設置の状況

手動開放装置の操作方法の表示の状況

機械排煙設備の排煙口の
性能

手動開放装置による開放の状況

排煙口の開放の状況

排煙口の排煙風量

中央管理室における制御及び作動状態の監視の
状況

煙感知器による作動の状況

排煙
風道

機械排煙設備の排煙風道
（隠蔽部分及び埋設部分
を除く。）

排煙風道の劣化及び損傷の状況

排煙風道の取付けの状況

排煙風道の材質

防煙壁の貫通措置の状況

排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断
熱の状況

防火ダンパーの劣化及び損傷の状況

防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに
検査口の有無

防火ダンパーの温度ヒューズ

壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況



（様式　Ｃ－４）

既　存
不適格

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

給気口の取付けの状況

給気口の手動開放装置の設置の状況

給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況

給気口の手動開放装置による開放の状況

給気口の開放の状況

給気風道の劣化及び損傷の状況

給気風道の取付けの状況

給気風道の材質

給気送風機の設置の状況

給気風道との接続の状況

給気口の開放と連動起動の状況

給気送風機の作動の状況

特殊
な構
造の
排煙
設備

特殊な構造の排煙設備の
排煙口及び給気口の外観

排煙口及び給気口の大きさ及び位置

排煙口及び給気口の周囲の状況

排煙口及び給気口の取付けの状況

調　査　項　目

特殊
な構
造の
排煙
設備

特殊な構造の排煙設備の
排煙口及び給気口の外観

手動開放装置の設置の状況

手動開放装置の操作方法の表示の状況

特殊な構造の排煙設備の
排煙口の性能

排煙口の排煙風量

中央管理室における制御及び作動状態の監視の
状況

煙感知器による作動の状況

特殊な構造の排煙設備の
給気風道（隠蔽部分及び
埋設部分を除く。）

給気風道の劣化及び損傷の状況

給気風道の材質

給気風道の取付けの状況

防煙壁の貫通措置の状況

特殊な構造の排煙設備の
給気送風機の外観

給気送風機の設置の状況

給気風道との接続の状況

特殊な構造の排煙設備の
給気送風機の性能

排煙口の開放と連動起動の状況

作動の状況

電源を必要とする給気送風機の予備電源による
作動の状況

中央管理室における制御及び作動状態の監視の
状況

特殊な構造の排煙設備の
給気送風機の吸込口

吸込口の設置位置

吸込口の周囲の状況

屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置
の状況

令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロ
ビー

特別避難階段の階段室又は付
室及び非常用エレベーターの
昇降路又は乗降ロビーに設け
る排煙口及び給気口

排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況

給気口の周囲の状況

加圧
防排
煙設
備

排煙風道（隠蔽部分及び
埋設部分を除く。）

排煙風道の劣化及び損傷の状況

排煙風道の取付けの状況

排煙風道の材質

給気口の外観

給気口の周囲の状況

給気口の性能

給気風道（隠蔽部分及び
埋設部分を除く。）

給気送風機の外観

給気送風機の性能

指摘
なし

要是正
経過
観察

点検結果表－４
（排煙設備）

番号

点検結果
特記
事項
の

有無



（様式　Ｃ－５）

既　存
不適格

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24) 遮煙開口部の性能

(25)

(26)

(27)

(28) 空気逃し口の性能

(29)

(30)

(31)

(32) 圧力調整装置の性能

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況

吸込口の設置位置

点検結果表－５
（排煙設備）

可動防煙壁の材質

可動防煙壁の防煙区画

中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況

手動降下装置の作動の状況

手動降下装置による連動の状況

煙感知器による連動の状況

電源を必要とする給気送風機の予備電源による作
動の状況

加圧
防排
煙設
備

給気送風機の性能

給気送風機の吸込口
吸込口の周囲の状況

屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況

遮煙開口部の排出風速

空気逃し口の外観

空気逃し口の大きさ及び位置

空気逃し口の周囲の状況

空気逃し口の取付けの状況

空気逃し口の作動の状況

圧力調整装置の外観

圧力調整装置の大きさ及び位置

圧力調整装置の周囲の状況

圧力調整装置の取付けの状況

圧力調整装置の作動の状況

令第126条の2第1項に規定する居室等

可動
防煙
壁

予備電源

自家
用発
電装
置

自家用発電装置等の状況

自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況

発電機の発電容量

発電機及び原動機の状況

燃料油、潤滑油及び冷却水の状況

始動用の空気槽の圧力

セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況

始動の状況

運転の状況

排気の状況

コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等
の補機類の作動の状況

燃料及び冷却水の漏洩の状況

計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況

自家用発電装置の取付けの状況

自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置され
ている場合に限る。）

接地線の接続の状況

直結
エン
ジン

直結エンジンの外観

直結エンジンの設置の状況

燃料油、潤滑油及び冷却水の状況

セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況

計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況

給気部及び排気管の取付けの状況

接地線の接続の状況

絶縁抵抗

Ｖベルト

直結エンジンの性能
始動及び停止の状況

運転の状況

絶縁抵抗

自家用発電装置の性能

電源の切替えの状況

番号 調　査　項　目

点検結果 特記
事項
の

有無

指摘
なし

要是正
経過
観察



（様式　Ｃ－６）

氏　　名

既　存
不適格

1

2

(1)

(2)

(3) 照度

(4)
分電
盤

(5) 配線

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4

(1)

(2)

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

経過
観察

点検結果表－６
（非常用の照明設備）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

(1)

非常
用の
照明
器具

使用電球、ランプ等

番号 調　査　項　目

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正

照明器具の取付けの状況

電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置

予備
電源

予備電源への切替え及び器具の点灯の状況

予備電源の性能

照明器具

照度の状況

非常用電源分岐回路の表示の状況

配電管等の防火区画の貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除
く。）

電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置

配線

照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分
を除く。）

電気回路の接続の状況

接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況

予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況（隠蔽部分及
び埋設部分を除く。）

切替
回路

常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況

蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況

電池内蔵形の蓄電池

配線
及び
充電
ラン
プ

充電ランプの点灯の状況

誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況

電源別置形の蓄電池

蓄電
池

蓄電池等の状況

蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況

蓄電池室の換気の状況

蓄電池の設置の状況

蓄電池の性能

電圧

電解液比重

電解液の温度

充電器
充電器室の防火区画等の貫通措置の状況

キュービクルの取付けの状況



（様式　Ｃ－７）

既　存
不適格

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

自家用発電装置

自家
用発
電装
置

自家用発電装置等の状況

自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況

発電機の発電容量

発電機及び原動機の状況

燃料油、潤滑油及び冷却水の状況

自家
用発
電装
置

自家用発電装置等の状況

燃料及び冷却水の漏洩の状況

計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況

自家用発電装置の取付けの状況

自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置さ
れている場合に限る。）

接地線の接続の状況

絶縁抵抗

自家用発電装置の性能

電源の切替えの状況

始動の状況

音、振動等の状況

排気の状況

コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等
の補機類の作動の状況

経過
観察

点検結果表－７
（非常用の照明設備）

始動用の空気槽の圧力

セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況

番号 調　査　項　目

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正



（様式　Ｃ－８）

氏　　名

既　存
不適格

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 衛生器具

(13) 排水トラップ

(14) 阻集器

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

点検結果表－８
（給水設備及び排水設備）

（　点検施設名　）

当該点検に関与した点検者

番号 調　査　項　目

点検結果
特記
事項
の

有無
指摘
なし

要是正
経過
観察

飲料用の給水タンク及び貯水
タンク（以下「給水タンク

等」という。）並びに給水ポ
ンプ

給水タンク等の設置の状況

給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフ
ロー管等の設置の状況

飲料水の配管設備　

飲料用の配管設備､排水設備

飲料用配管及び排水配管（隠
蔽部分及び埋設部分を除
く。）

配管の取付けの状況

配管の腐食及び漏水の状況

配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況

継手類の取付けの状況

その
他 配水管

排水再利用配管設備（中水道
を含む。）

雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況

消毒装置

排水槽

排水槽のマンホールの大きさ

排水槽の通気の状況

排水漏れの状況

通気管

保温措置の状況

給湯設備（循環ポンプを含
む。）

排水設備

ガス湯沸器の取付けの状況

給湯設備の腐食及び漏水の状況

防火区画等の貫通措置の状況

配管の支持金物

飲料水系統配管の汚染防止措置の状況

止水弁の設置の状況

ウォーターハンマーの防止措置の状況

給湯管及び膨張管の設置の状況

給水タンク等の腐食及び漏水の状況

給水用圧力タンクの安全装置の状況

給水ポンプの運転の状況

給水タンク及ポンプ等の取付けの状況

給水タンク等の内部の状況

給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況

排水の状況

排水ポンプの設置の状況

排水ポンプの運転の状況

地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備
電源の状況

雑用水の用途

雑用水給水栓の表示の状況

配管の標識等

ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造

清掃口の取付けの状況

雨水系統との接続の状況

間接排水の状況

通気開口部の状況

通気管の状況

衛生器具の取付けの状況

排水トラップの取付けの状況

阻集器の構造、機能及び設置の状況

公共下水道等への接続の状況

雨水排水立て管の接続の状況



点検結果表

　特記事項 （様式 ５）

番
号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等



点検結果表（既存不適格）

　特記事項 （様式 ６）

番
号

点　検　項　目 指摘の具体的内容等



別添２様式（Ａ４）

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

特記事項

特記事項

部位 点検項目 点検結果

特記事項

部位 点検項目 点検結果

（様式 ８）
点検記録写真

部位 点検項目 点検結果



3年までの間に１回行う検査項目の年度別実施状況表

該当無 全数を実施 全数を実施 全数を実施

1（　9）各系統の換気 実施せず 実施せず 実施せず

一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し）

1（10）各室の換気量

1（11）中央管理方式による制御及び

　　　　作動状態の監視の状況

1（17）各室の温度 該当無 全数を実施 全数を実施 全数を実施

1（18）各室の相対湿度 実施せず 実施せず 実施せず

1（19）各室の浮遊粉じん量 一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し）

1（20）各室の一酸化炭素含有率

1（21）各室の二酸化炭素含有率

1（22）各室の気流

1（23）各室の吹き出し空気の分配の状況

該当無 全数を実施 全数を実施 全数を実施

1（18）排煙口の排煙風量 実施せず 実施せず 実施せず

一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し）

1（19）中央管理方式による制御及び

　　　　作動状態の監視の状況

該当無 全数を実施 全数を実施 全数を実施

1（39）排煙口の排煙風量 実施せず 実施せず 実施せず

一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し）

1（40）中央管理方式による制御及び

　　　　作動状態の監視の状況

該当無 全数を実施 全数を実施 全数を実施

3（5）雑用水の用途 実施せず 実施せず 実施せず

一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し） 一部実施（次年度に繰越し）

学校名

評
価
表

(

別
表
1

)

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

換
気
設
備

機
械
排
煙

特
殊
な
構
造
の
排
煙

給
水
設
備
及
び

排
水
設
備

排
煙
設
備

初年度（平成　　　 　　年度）～終年度（平成　　　　　 年度）

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

風
量
測
定
記
録
表

（
別
表
３

）

再
利
用
・
中
水

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉 〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉 〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉 〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉 〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

〈一部実施は実施箇所を下記に記入〉

室
内
環
境
測
定
記
録

３年目検査実施箇所

（平成　　　　　年　　　　　月実施）

種
類

１年目検査実施箇所

（平成　　　　　年　　　　　月実施）検査項目番号及び検査項目

各建築設備検査結果表における ２年目検査実施箇所

（平成　　　　　年　　　　　月実施）



測定年月日 平成  年  月  日 測定機器　メーカー名 型式番号等　

階 室名 必要換気量（m3/h） 換　気　方　式 換気設備機種名*注1） 換気状況の評価*注2） 判　定

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正

　注1)

　注2)

別表１　法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）換気状況評価表（Ａ４）

室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。

「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。

これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。



測定年月日　 測定機器　メーカー名 型式番号等　

室番（場所） 使用器具 発熱量(kW） 換気型式(n） 必要換気量（㎥/h） 開口面積（㎡） 測定風速＊注）（m/s） 測定風量（㎥/ｈ） 判　　定

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

40・30・20・2 指摘なし・要是正

別表２　換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（Ａ４）

平成  年  月  日

注）　「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。



別表３－１　排煙風量測定記録表（Ａ４）※注1）

1

㎡×  １ or ２  ＝

2

階 排煙口面積 （㎡）

3

規定風量 （㎥/min）

4 5

注1） 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。

注2） 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

　
。

注3） 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、

測定値等が適正であるか否かを判定すること。

測定年月日　  平成  年  月  日 測定機器　メーカー名　 型式番号等　

排煙機系統(機器番号等） 排煙機銘板表示 排煙機の規定風量

最大防煙区画面積 m3/min

排　  　　 　煙　　　   　口
判　　　　定

室　　　　　　名 測定風速  (m/s)※注2） 測定風量 （㎥/min） 規定風量 （㎥/min）

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

排　  　　 　煙　　　   　機
判　　　　定

排煙機　（番号等） 煙排出口面積 （㎡） 測定風速  (m/s)※注2 測定風量 （㎥/min）

指摘なし・要是正

直結エンジン（内燃エンジン）の有無
予備電源又は直結エンジン

　切り替え
排煙系統図（排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）

有　　・　　無 指摘なし・要是正



別表３-２　排煙風量測定記録表（Ａ４）　給気式（特殊な構造の排煙設備）

1

2

階 排煙口面積 （㎡）

3 4

注1） 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注2） 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、

　
。

測定値等が適正であるか否かを判定すること。

測定年月日　  平成  年  月  日 測定機器　メーカー名　 型式番号等　

給気送風機系統(機器番号等） 給気送風機銘板表示 給気送風機の性能（風量）

m3/min

排　  　　 　煙　　　   　口
判　　　　定

室　　　　　　名 測定風速  (m/s)※注1） 測定風量 （㎥/min） 規定風量 （㎥/min）

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

直結エンジン（内燃エンジン）の有無
予備電源又は直結エンジン

　切り替え
排煙系統図（排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）

有　　・　　無 指摘なし・要是正



平成  年  月　日

1

m3/min

2

階 測定排出風速※注2)　(m/s) 算定式※注3) 遮煙開口部の高さ（m）

1.自然方式 □
2.機械方式 □
3.併用方式 □
1.自然方式 □
2.機械方式 □
3.併用方式 □
1.自然方式 □
2.機械方式 □
3.併用方式 □
1.自然方式 □
2.機械方式 □
3.併用方式 □
1.自然方式 □
2.機械方式 □
3.併用方式 □

3 4

注1） 「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」を入れる。

注2） 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注3） 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算定

式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式

により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Vは

排出風速、Hは遮煙開口部の高さを表す。

①V＝2.7√H　　②V＝3.3√H　　③V＝3.8√H

注3） 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、

測定値等が適正であるか否かを判定すること。

給気送風機の性能（風量）

室　　　　　　名 空気逃し口の方式※注1) 規定排出風速※注3）　（m/s）

別表３-３　排煙風量測定記録表（Ａ４）加圧式（加圧防排煙設備）

測定年月日 測定機器　メーカー名 型式番号等

給気送風機系統(機器番号等） 給気送風機銘板表示

遮　煙　開　口　部　・　空　気　逃　し　口
判　　　　定

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

直結エンジン（内燃エンジン）の有無 予備電源又は直結エンジン切り替え 排煙系統図（給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること）

有　　・　　無 指摘なし・要是正



測定年月日　 型式番号等　

階 指摘なし・要是正

階 指摘なし・要是正

階 指摘なし・要是正

（別紙）

階　別 照　度 （ｌｘ）

別表４　非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）

平成  年  月  日 測定機器　メーカー名　

光 源 の 種 類
最低照度の測定場所

最　低　照　度 （ｌｘ） 判　　定
階 部屋・廊下等

白　　　熱　　  灯

蛍　　  光　　  灯

その他（ LED ）

測　定　場　所 測 定 位 置＊注1 光源の種類＊注2

　注 1）　「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。

　注 2）　「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。



㊞

㊞

記

所 在 地

名　 　称

令和　　　　年　　　　月　　　　日

吹田市長　あて

点検者 所属名称

業　務　名

施　設　名

点検者氏名

資格・番号

業務期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　～　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

名　 　称

所 在 地
7

所 在 地

名　 　称

3

所 在 地
5

6

4

名　 　称

所 在 地

名　 　称

名　 　称

（様式　①）

改　善　計　画　書　

下 記 建 築 物 に つ い て 、 改 善 計 画 は 別 紙 の と お り で す 。

代表者名

1

2

名　 　称

所 在 地

所 在 地



棟等 危険度 要 改 善 事 項 対     策

敷地・外構 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

○○ 棟 内部
1.
2.
3.
4.
5.
6.

外部
7.
8.

△△棟 内部
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

外部
8.
9.

10.

（様式　②）棟別   要改善事項一覧施設名称を記入してください



別添２様式（Ａ４）

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

写真番号

要是正

その他

特記事項・改善方法

点検結果部位 点検項目

特記事項・改善方法

点検結果

特記事項・改善方法

部位 点検項目

写真
点検結果点検項目

（様式 ③）

部位





















































































































0
0

#
0
0

#
0
00
0

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 大阪市淀川区西中島４丁目１２番２２号

㊞日都産業株式会社　関西営業所

所長　高江　誠

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年 8月30日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

第 ３ 条

0 0 0
5 契 約 の 保 証

□　第３条第１項第 　号
（契約保証金等の額は、業務委託料の１００分の　　に相当する額以上とする。）
■　免　除（第３条は適用除外）

\ 4 9 0
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 5 3 9 0
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 8月30日　から　令和 3年12月24日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

21004371

1 委 託 業 務 名 吹田市立小・中学校遊具・体育器具安全点検業務

2 場 所 吹田市立小・中学校　５４校



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



 







学校一覧表
所属 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

吹 田 第 一 小 学 校 ５６４－００３１ 吹田市元町３０番３５号 ６３８１－５２８０ ６３８１－５２７６

吹 田 第 二 小 学 校 ５６４－００４１ 吹田市泉町３丁目１５番１８号　 ６３８６－０８４１ ６３８６－１６２９

吹 田 第 三 小 学 校 ５６４－００２４ 吹田市高城町１８番３９号 ６３８１－０４１３ ６３８１－０４６０

吹 田 東 小 学 校 ５６４－００１５ 吹田市幸町２０番１号 ６３８１－５４５８ ６３８１－５４７４

吹 田 南 小 学 校 ５６４－００４３ 吹田市南吹田５丁目１２番１号 ６３８６－０８２１ ６３８６－２３１５

吹 田 第 六 小 学 校 ５６４－００３８ 吹田市南清和園町４３番１号 ６３８２－６８３１ ６３８２－６８４２

千 里 第 一 小 学 校 ５６４－００８２ 吹田市片山町４丁目３２番１０号 ６３８７－５７４１ ６３８７－５６３８

千 里 第 二 小 学 校 ５６５－０８４３ 吹田市千里山松が丘２５番１号 ６３８７－５７８１ ６３８７－０８７０

千 里 第 三 小 学 校 ５６５－０８５１ 吹田市千里山西２丁目１３番１号 ６３８６－０８３１ ６３８６－４７１５

千 里 新 田 小 学 校 ５６５－０８５３ 吹田市春日４丁目１０番１号 ６３８６－９２１４ ６３８６－９２８９

佐 井 寺 小 学 校 ５６５－０８３６ 吹田市佐井寺３丁目３番１号 ６３３０－１６０１ ６３３０－１６４３

東 佐 井 寺 小 学 校 ５６５－０８３３ 吹田市五月が丘西４番１号 ６３８７－１２７８ ６３８７－７６７９

岸 部 第 一 小 学 校 ５６４－０００２ 吹田市岸部中２丁目１９番１号 ６３８７－５７０１ ６３８７－７９７４

岸 部 第 二 小 学 校 ５６４－０００１ 吹田市岸部北４丁目１２番１号 ６３８９－７７８８ ６３８９－７７９０

豊 津 第 一 小 学 校 ５６４－００６３ 吹田市江坂町１丁目１５番４２号 ６３８６－０８９１ ６３８６－９８４２

豊 津 第 二 小 学 校 ５６４－００６３ 吹田市江坂町２丁目５番１号 ６３８６－０８６１ ６３８６－８７４３

江 坂 大 池 小 学 校 ５６４－００６３ 吹田市江坂町３丁目１３番１号　 ６３８０－１４９７ ６３８０－９９３１

山 手 小 学 校 ５６４－００７３ 吹田市山手町２丁目１５番４３号 ６３８７－５７９１ ６３８７－７６４２

片 山 小 学 校 ５６４－００８３ 吹田市朝日が丘町１６番１号 ６３８７－８５３１ ６３８７－９３６４

山 田 第 一 小 学 校 ５６５－０８２１ 吹田市山田東２丁目３３番２号 ６８７７－４１３１ ６８７７－４１３６

山 田 第 二 小 学 校 ５６５－０８１３ 吹田市千里丘下１９番１号 ６８７７－００８８ ６８７７－５７３３

山 田 第 三 小 学 校 ５６５－０８２４ 吹田市山田西１丁目４番１号 ６８７７－５７０１ ６８７７－５７０８

山 田 第 五 小 学 校 ５６５－０８２４ 吹田市山田西１丁目６番１号 ６８７６－７７０１ ６８７６－７７２１

東 山 田 小 学 校 ５６５－０８０２ 吹田市青葉丘南１５番１０号 ６８７６－８４０５ ６８７６－８４１４

南 山 田 小 学 校 ５６５－０８１４ 吹田市千里丘西９番１号 ６８７６－２４０４ ６８７６－２４１３

西 山 田 小 学 校 ５６５－０８２４ 吹田市山田西２丁目１０番１号 ６８７７－４６３１ ６８７７－４６１８

北 山 田 小 学 校 ５６５－０８２５ 吹田市山田北１番１号 ６８７６－７３３３ ６８７６－７３１１

千 里 丘 北 小 学 校 ５６５－０８１５ 吹田市千里丘北１番３０号 ６８７６－０１０３ ６８７６－０１３３

佐 竹 台 小 学 校 ５６５－０８５５ 吹田市佐竹台４丁目１２番１号 ６８７１－０１０８ ６８７１－０２０４

高 野 台 小 学 校 ５６５－０８６１ 吹田市高野台２丁目１６番１号 ６８７１－０５５３ ６８７１－０５４５

津 雲 台 小 学 校 ５６５－０８６２ 吹田市津雲台４丁目７番１号 ６８７１－０１０９ ６８７１－０１１５

古 江 台 小 学 校 ５６５－０８７４ 吹田市古江台５丁目６番１号 ６８７２－０３０８ ６８７２－０３８８

藤 白 台 小 学 校 ５６５－０８７３ 吹田市藤白台３丁目３番１号 ６８７２－０３６６ ６８７２－０３４０

青 山 台 小 学 校 ５６５－０８７５ 吹田市青山台２丁目５番１号 ６８７２－０３５８ ６８７２－０３３６

桃 山 台 小 学 校 ５６５－０８５４ 吹田市桃山台１丁目５番１号 ６８７１－０７６１ ６８７１－１１５１

千 里 た け み 小 学 校 ５６５－０８６３ 吹田市竹見台３丁目３番１号 ６８３４－０４４８ ６８３４－０４０５

第 一 中 学 校 ５６５－０８５１ 吹田市千里山西２丁目２番１号 ６３８４－０８８６ ６３８４－０８９６

第 二 中 学 校 ５６４－０００１ 吹田市岸部北１丁目２１番１号 ６３８８－２０３１ ６３８８－９４３９

第 三 中 学 校 ５６４－００３５ 吹田市中の島町３番５１号 ６３８１－１５１２ ６３８１－１５９９

第 五 中 学 校 ５６４－００１５ 吹田市幸町２１番１号 ６３８１－６０３８ ６３８１－６０９９

第 六 中 学 校 ５６４－００４２ 吹田市穂波町１６番１号 ６３８６－０８１２ ６３８６－４８１５

片 山 中 学 校 ５６５－０８３５ 吹田市竹谷町３５番１号 ６３８７－１０４１ ６３８７－１２５８

佐 井 寺 中 学 校 ５６５－０８３２ 吹田市五月が丘南５番１号 ６３３０－１５２４ ６３３０－１５９６

南 千 里 中 学 校 ５６５－０８５４ 吹田市桃山台４丁目２番１号 ６８３４－３６１１ ６８３４－３６０３

豊 津 中 学 校 ５６４－００６２ 吹田市垂水町３丁目３２番５０号 ６３８４－３２７５ ６３８４－３２６７

豊 津 西 中 学 校 ５６４－００５１ 吹田市豊津町６番１号 ６３８６－２６６６ ６３８６－４２３４

山 田 中 学 校 ５６５－０８２２ 吹田市山田市場１５番１号 ６８７８－０８２３ ６８７８－０７５６

西 山 田 中 学 校 ５６５－０８２４ 吹田市山田西２丁目１１番１号 ６８７７－４６３３ ６８７７－４３２４

山 田 東 中 学 校 ５６５－０８２１ 吹田市山田東４丁目３３番１号 ６８７６－６００２ ６８７６－６０６３

千 里 丘 中 学 校 ５６５－０８０２ 吹田市青葉丘南１５番１号 ６８７６－２４０２ ６８７６－２４５５

高 野 台 中 学 校 ５６５－０８６１ 吹田市高野台４丁目５番１号 ６８７１－０５６９ ６８７１－０５６８

青 山 台 中 学 校 ５６５－０８７５ 吹田市青山台４丁目２番１号 ６８７２－０３０９ ６８７２－０３４３

竹 見 台 中 学 校 ５６５－０８６３ 吹田市竹見台１丁目３番１号 ６８７１－０６６１ ６８７１－１１６８

古 江 台 中 学 校 ５６５－０８７４ 吹田市古江台１丁目１番１号　 ６８３２－００１２ ６８３２－１１３２

別紙①
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①

業務委託契約書

21006996

1 委 託 業 務 名 吹田市立保育所等遊具・体育器具安全点検業務

2 場 所 吹田市立保育所等29園

3 履 行 期 間 令和 4年 1月 7日　から　令和 4年 3月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

2 0
千 百 十 円

\ 1 3
2 0

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ３ 条

代表取締役　平野　剛

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 1月 7日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 株式会社ＨＯＰＥ

㊞



1 

 

（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

（４） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、
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発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者

と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 
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第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 
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 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

（１） 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

（２） 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

（３） この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

（１） この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認めら

れるとき。 

（２）  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

（３） 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置

命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行

い、これが確定したとき。 

（４） 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

（１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人

の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を

代表する者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められると

き。 

（２） 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図

る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（３） 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力

団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる
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とき。 

（４） 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

（５） 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当た

り、その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

（１） 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少

したとき。 

（２） 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至

ったとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１） 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した

場合 
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（２） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立保育所等遊具・体育器具安全点検業務 

仕 様 書 

 

１ 件名 

吹田市立保育所等遊具・体育器具安全点検業務 

 

２ 履行場所 

  吹田市立保育所等 ２９園 （別紙１ 園一覧表 参照） 

 

３ 履行期間 

  契約締結日 から 令和４年３月 31 日 まで 

 

４ 履行内容 

  本仕様書及び（一社）日本公園施設業協会の遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014 第二版の 

「遊具の定期点検業務仕様書」を参考に、以下のとおり遊具・体育器具の安全点検を実施し、点検 

業務報告書を作成すること。 

（１）点検前に現状の全景写真を撮影すること。また、点検項目のすべてについて点検箇所の近影

を撮影すること。 

（２）点検内容や点検項目等は、（一社）日本公園施設業協会の遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-

S:2014 第二版の「定期点検総括表」「定期点検表」に準じ、実施すること。これらの点検表

にある点検項目等を基本とするが、現場の状況等に応じ追加し、すべて記録すること。ま

た、点検様式に記入しきれない場合は、これらの様式に準じて新たに様式を作成し、必要の

ない項目にはすべて斜線を入れること。 

（３）不具合を発見した場合には、施設の使用の可否を判断し、必要に応じて速やかに使用禁止な

どの危険を防止する措置を講じ、園長に報告すること。また、その状況、原因及び修繕等の

対処法等を含めて市に報告すること。 

（４）点検中にゆるみやボルト類が抜け落ちているなどがあった場合は、必要に応じてネジ・ナッ

ト類の欠損補充・締め付け、注油等の整備を行うこと。なお、ボルト・ナット類及び注油等

軽微な消耗品費は受注者の負担とする。 

（５）塗装状態の３段階での判定は以下のとおりとすること。 

 ア 再塗装の必要がない 

 イ 部分的に塗装が必要 

 ウ 全体的に塗装が必要 

（６）機能・安全性については、本仕様書及び（一社）日本公園施設業協会の遊具の安全に関する

基準 JPFA-SP-S:2014 第二版の「遊具の定期点検業務仕様書」により総合判定を行うこと。

判定根拠について説明が必要なものについては、その理由を「特記事項」の欄に簡潔に記載

すること。 

 

５ 業務従事者 

  監理技術者及び業務主任者には以下のいずれかの資格を有するものを配置すること。 



また、点検業務も以下のいずれかの資格を有する者が行い、業務従事者は各資格の認定証の写し

を提出すること。 

  ・一般社団法人日本公園施設業協会認定の「公園施設製品安全管理士」、「公園施設製品整備技 

士」、「公園施設点検管理士」、「公園施設点検技師」。 

 ・一般社団法人日本公共施設保守点検研究所認定の「公共施設保守点検技師」 

 

６ 関係法令等 

  本業務を実施するに当たっては、適用を受ける関係法令を遵守するとともに、「都市公園における

遊具の安全確保に関する指針（平成 26 年 6 月国土交通省）」及び「遊具の安全に関する規準 JPFA-

SP-S:2014 第二版（2019 年 8 月一般社団法人日本公園施設業協会）」に準じ、業務の円滑な遂行を

図ること。 

 

７ 点検対象 

（１）遊具 

（２）体育器具（鉄棒、サッカーゴール） 

  園別品目・数量は、別紙２「遊具・体育器具一覧表」を参照すること。 

  ただし、一覧表と現地が相違する場合は、現地を優先し、点検対象に追加すること。 

 

８ 点検日の日程 

  市及び各園長と調整を図ったうえ決定すること。また、実施体制、全体工程、作業実施日、作業

内容等必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、市に提出すること。 

 

９ 点検業務報告書 

（１）点検業務報告書 

点検業務報告書は、以下のア～ウに基づき作成し、作成した報告書は、紙ベースで園別でＡ４

サイズのフラットファイルに綴じたものを各園２セットずつと、電子データ（Excel データで作成

し、CD-ROMs に記録したもの）を提出すること。 

また、フラットファイルには、「〇〇園 令和３年度（2021 年度）吹田市立保育所等遊具・体

育器具安全点検結果報告書」と記載すること。 

ア （一社）日本公園施設業協会の遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014 第二版に基づく点

検業務報告書を園別に作成すること。 

イ 市が提供する園配置図に、点検対象物の設置場所を記載し、それぞれに付番したものを添付す

ること。園配置図に付番した番号は、各報告書の文書に記載する番号と一致すること。 

ウ 点検対象物の写真を添付すること。 

（２）全遊具等の評価結果が園別に容易に把握できる点検一覧表を作成し、紙ベースで 1 部と電子デ

ータ（Excel データで作成し、CD-ROMs に記録したもの）を提出すること。 

（３）修繕及び撤去・新設を要する箇所の園別一覧表を作成し、紙ベースで 1 部と電子データ（Excel

データで作成し、CD-ROMs に記録したもの）を提出すること。その際、当該一覧表に必要な処

置に係る費用（見積額）と危険度を考慮した優先順位を記載すること。 

 



 

10 その他 

（１）作業に必要な機械設備、道具類はすべて受託者で用意すること。 

（２）園敷地内外を問わず、施設、設備等を破損した場合は、受託者において補修し、原状回復す

ること。 

（３）作業実施に当たっては、事故等のないよう、安全には万全を期すること。 

（４）実施に当たっては、市及び園長の指示に従うこと。 

（５）作業従事者は名札を着用すること。 

（６）本業務を実施するに当たって疑義等が生じたときは、双方で協議し決定すること。 

 



園一覧表
所属 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

山田保育園 565-0822 山田市場19−9 6878-0223 6878-0223
いずみ保育園 564-0041 泉町2丁目11-43 6388-6088 6388-6088
南千里保育園 565-0854 桃山台1丁目4−1 6871-0767 6871-0767
ことぶき保育園 564-0002 岸部中2丁目2−1 6388-4411 6388-4411
岸部保育園 564-0001 岸部北2丁目2−2 6389-2838 6389-2838
千里山保育園 565-0842 千里山東2丁目19-22 6389-2200 6389-2200
東保育園 564-0012 南正雀4丁目1−1 6382-7010 6382-7010
垂水保育園 564-0062 垂水町1丁目6−9 6386-2974 6386-2974
吹一保育園 564-0032 内本町1丁目23-28 6382-7782 6382-7782
吹六保育園 564-0038 南清和園町40-31 6319-0237 6319-0237
片山保育園 564-0072 出口町32−1 6380-9558 6380-9558
千三保育園 565-0851 千里山西1丁目12-1 6386-9178 6386-9178
山三保育園 565-0824 山田西1丁目27-15 6876-4602 6876-4602

はぎのきこども園 565-0874 古江台2丁目11-4 6872-1012 6319-8600
認 定 こ ど も 園

吹田第一幼稚園
564-0031 元町30-44  6381−0049  6381−0049

吹田第三幼稚園 564-0024 高城町18-39  6381−5463  6381−5463
認 定 こ ど も 園

吹 田 南 幼 稚 園
564-0043 南金田1-4-16  6386−2677  6386−2677

認 定 こ ど も 園

千里第二幼稚園
565-0843 千里山松が丘25-1  6380−7451  6380−7451

千里新田幼稚園 565-0853 春日4-10-1  6386−9262  6386−9262
東佐井寺幼稚園 565-0833 五月が丘西4-1  6387−1227  6387−1227
認 定 こ ど も 園

岸部第一幼稚園
564-0002 岸部中2-19-1  6389−2623  6389−2623

認 定 こ ど も 園

豊津第一幼稚園
564-0063 江坂町1-15-42  6384−8301  6384−8301

江坂大池幼稚園 564-0063 江坂町3-13-1   6386−9226  6386−9226
片 山 幼 稚 園 564-0083 朝日が丘町16-1  6387−8155  6387−8155
認 定 こ ど も 園

山田第一幼稚園
565-0821 山田東2-33-3  6877−5858  6877−5858

認 定 こ ど も 園

山田第三幼稚園
565-0824 山田西1-4-1  6877−4571  6877−4571

東 山 田 幼 稚 園 565-0802 青葉丘南15-10  6876−8407  6876−8407
南 山 田 幼 稚 園 565-0814 千里丘西9-1  6876−2401  6876−2401
認 定 こ ど も 園

佐 竹 台 幼 稚 園
565-0855 佐竹台5-12-1  6871−2234  6871−2234

別紙１

保

育

園

幼

稚

園



遊具・体育器具一覧表（保育園） 別紙２

園名 遊具・体育器具名 設置状況、形状等 数量

1 山田保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

2 山田保育園 ジャングルジム 1基

3 山田保育園 ブランコ 4基

4 山田保育園 滑り台 1基

5 山田保育園 鉄棒 3連式 1基

6 山田保育園 雲梯 太鼓橋 1基

7 いずみ保育園 雲梯 1基

8 いずみ保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

9 いずみ保育園 ブランコ 1基

10 いずみ保育園 滑り台 1基

11 いずみ保育園 鉄棒 3連式 1基

12 南千里保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

13 南千里保育園 ブランコ 1基

14 南千里保育園 滑り台 1基

15 南千里保育園 家型遊具 1基

16 南千里保育園 鉄棒 2連式 1基

17 ことぶき保育園 雲梯 1基

18 ことぶき保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

19 ことぶき保育園 タイヤ遊具 1基

20 ことぶき保育園 ブランコ 1基

21 ことぶき保育園 滑り台 1基

22 ことぶき保育園 鉄棒 2連式 1基

23 ことぶき保育園 雲梯 太鼓橋 1基

24 岸部保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

25 岸部保育園 ジャングルジム 1基

26 岸部保育園 ブランコ 4連式 1基

27 岸部保育園 滑り台 1基

28 岸部保育園 鉄棒 4連式 1基

29 岸部保育園 ジャングルジム 1基

30 岸部保育園 その他（土管） 2基

31 千里山保育園 はん登棒（のぼり棒） 3基

32 千里山保育園 タイヤ遊具 4基

33 千里山保育園 ジャングルジム 1基

34 千里山保育園 ブランコ 4基

35 千里山保育園 滑り台 2基

36 千里山保育園 家型遊具 1基

37 千里山保育園 鉄棒 3連式 1基

38 千里山保育園 平均台 2基

39 千里山保育園 ジャングルジム 1基

40 東保育園 ジャングルジム 1基

41 東保育園 ブランコ 1基

42 東保育園 滑り台 1基

43 東保育園 鉄棒 2連式 1基

44 東保育園 雲梯 太鼓橋 1基

45 東保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

46 垂水保育園 ブランコ 1基

47 垂水保育園 滑り台 1基

48 垂水保育園 家型遊具 1基

49 垂水保育園 鉄棒 3連式 1基

50 吹一保育園 ジャングルジム 1基

51 吹一保育園 ブランコ 1基

52 吹一保育園 滑り台 1基

53 吹一保育園 鉄棒 3連式 1基

54 吹一保育園 ジャングルジム 1基



園名 遊具・体育器具名 設置状況、形状等 数量

55 吹六保育園 タイヤ遊具 6基

56 吹六保育園 ジャングルジム 1基

57 吹六保育園 ブランコ 1基

58 吹六保育園 滑り台 1基

59 吹六保育園 鉄棒 1連式 1基

60 吹六保育園 ジャングルジム 1基

61 片山保育園 雲梯 1基

62 片山保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

63 片山保育園 ブランコ 1基

64 片山保育園 滑り台 1基

65 片山保育園 家型遊具 1基

66 片山保育園 鉄棒 3連式 1基

67 千三保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

68 千三保育園 ジャングルジム 1基

69 千三保育園 ブランコ 1基

70 千三保育園 滑り台 1基

71 千三保育園 鉄棒 3連式 1基

72 千三保育園 滑り台 プラスチック製 1基

73 千三保育園 ジャングルジム 1基

74 千三保育園 鉄棒 移動式 2基

75 山三保育園 はん登棒（のぼり棒） 1基

76 山三保育園 ジャングルジム 1基

77 山三保育園 ブランコ 1基

78 山三保育園 滑り台 1基

79 山三保育園 家型遊具 1基

80 山三保育園 鉄棒 3連式 1基

81 山三保育園 その他（砂場） 1基

82 山三保育園 ジャングルジム 1基

遊具・体育器具一覧表（幼保連携型認定こども園）

園名 遊具・体育器具名 設置状況、形状等 数量

1 はぎのきこども園 複合遊具 2基

2 はぎのきこども園 滑り台 1基



遊具・体育器具一覧表（幼稚園）

園名 遊具・体育器具名 設置状況、形状等 数量

1 吹田第一幼稚園 肋木 1基

2 吹田第一幼稚園 複合遊具 1基

3 吹田第一幼稚園 タイヤ遊具 6本 1基

4 吹田第一幼稚園 ブランコ 2連式 1基

5 吹田第一幼稚園 滑り台 1基

6 吹田第一幼稚園 鉄棒 6連式 1基

7 吹田第一幼稚園 平均台 2基

8 吹田第一幼稚園 ミニサッカーゴール 1基

9 吹田第一幼稚園 その他（段違い台） 1基

10 吹田第三幼稚園 雲梯 1基

11 吹田第三幼稚園 複合遊具 1基

12 吹田第三幼稚園 ブランコ 1基

13 吹田第三幼稚園 鉄棒 3連式 1基

14 吹田第三幼稚園 その他（土管） 2基

15 吹田第三幼稚園 その他（土管） 1基

16 吹田南幼稚園 複合遊具 1基

17 吹田南幼稚園 ブランコ 1基

18 千里第二幼稚園 複合遊具 雲梯・滑り台・ジャングルジム 1基

19 千里第二幼稚園 複合遊具 雲梯・滑り台・クライミングネット 1基

20 千里第二幼稚園 はん登棒（のぼり棒） 1基

21 千里第二幼稚園 タイヤ遊具 1基

22 千里第二幼稚園 ブランコ 1基

23 千里第二幼稚園 投てき板 1基

24 千里第二幼稚園 家型遊具 1基

25 千里第二幼稚園 鉄棒 3連式 1基

26 千里第二幼稚園 平均台 3基

27 千里第二幼稚園 ミニサッカーゴール 1基

28 千里新田幼稚園 複合遊具 雲梯、滑り台、クライミングネット、のぼり棒、ジャングルジム、リングラダー 1基

29 千里新田幼稚園 丸太渡り 1基

30 千里新田幼稚園 鉄棒 3連式 1基

31 千里新田幼稚園 平均台 2基

32 千里新田幼稚園 ミニサッカーゴール 1基

33 千里新田幼稚園 鉄棒 移動式 2基

34 千里新田幼稚園 家型遊具 3基

35 東佐井寺幼稚園 雲梯 1基

36 東佐井寺幼稚園 複合遊具 雲梯・滑り台・のぼり棒・ジャングルジム・リングラダー 1基

37 東佐井寺幼稚園 ブランコ 2連式 1基

38 東佐井寺幼稚園 鉄棒 3連式 1基

39 東佐井寺幼稚園 ミニサッカーゴール 移動式 2基

40 岸部第一幼稚園 雲梯 1基

41 岸部第一幼稚園 はん登棒（のぼり棒） 1基

42 岸部第一幼稚園 複合遊具 滑り台・のぼり棒・リング・ジャングルジム 1基

43 岸部第一幼稚園 ブランコ タイヤ 1基

44 岸部第一幼稚園 鉄棒 6連式 1基

45 岸部第一幼稚園 平均台 移動式 4基

46 岸部第一幼稚園 ミニサッカーゴール 移動式 2基

47 岸部第一幼稚園 家型遊具 1基

48 岸部第一幼稚園 その他（土管） 1基

49 豊津第一幼稚園 複合遊具 雲梯・滑り台・のぼり棒・ジャングルジム 1基



園名 遊具・体育器具名 設置状況、形状等 数量

50 豊津第一幼稚園 ブランコ 2連式 1基

51 豊津第一幼稚園 丸太渡り 1基

52 豊津第一幼稚園 鉄棒 3連式 1基

53 豊津第一幼稚園 その他（段違い台） 1基

54 江坂大池幼稚園 複合遊具 1基

55 江坂大池幼稚園 ブランコ 1基

56 江坂大池幼稚園 鉄棒 3連式 1基

57 江坂大池幼稚園 ミニサッカーゴール 2基

58 片山幼稚園 雲梯 1基

59 片山幼稚園 複合遊具 1基

60 片山幼稚園 ブランコ 1基

61 片山幼稚園 鉄棒 1連式 1基

62 片山幼稚園 鉄棒 3連式 1基

63 片山幼稚園 平均台 3基

64 片山幼稚園 ミニサッカーゴール 2基

65 片山幼稚園 その他（ジャンピング） 1基

66 片山幼稚園 その他（玉入れカゴ） 2基

67 片山幼稚園 その他（板登り） 1基

68 山田第一幼稚園 複合遊具 吊り輪、丸太渡、クライミングネット 1基

69 山田第一幼稚園 ブランコ 1基

70 山田第一幼稚園 複合遊具 滑り台・のぼり棒 1基

71 山田第一幼稚園 鉄棒 3連式 2基

72 山田第一幼稚園 平均台 2基

73 山田第一幼稚園 サッカーゴール 2基

74 山田第一幼稚園 家型遊具 1基

75 山田第三幼稚園 複合遊具 のぼり棒、クライミングネット 1基

76 山田第三幼稚園 ブランコ 1基

77 山田第三幼稚園 ブランコ 2連式 1基

78 山田第三幼稚園 鉄棒 3連式 1基

79 山田第三幼稚園 ミニサッカーゴール 2基

80 東山田幼稚園 複合遊具 1基

81 東山田幼稚園 ブランコ 1基

82 東山田幼稚園 鉄棒 3連式 1基

83 南山田幼稚園 雲梯 1基

84 南山田幼稚園 複合遊具 1基

85 南山田幼稚園 ブランコ 1基

86 南山田幼稚園 鉄棒 4連式 1基

87 南山田幼稚園 サッカーゴール 2基

88 佐竹台幼稚園 雲梯 1基

89 佐竹台幼稚園 複合遊具 1基

90 佐竹台幼稚園 ジャングルジム 木製 1基

91 佐竹台幼稚園 ブランコ 4連式 1基

92 佐竹台幼稚園 滑り台 1基

93 佐竹台幼稚園 鉄棒 移動式 1基

94 佐竹台幼稚園 鉄棒 2連式 1基

95 佐竹台幼稚園 鉄棒 4連式 1基

96 佐竹台幼稚園 平均台 1基

97 佐竹台幼稚園 サッカーゴール 4基

98 佐竹台幼稚園 ミニサッカーゴール 2基

99 佐竹台幼稚園 雲梯 波型 1基

100 佐竹台幼稚園 その他（巧技台） 1基



遊具・体育器具別合計

遊具・体育器具名 合計（基）

家型遊具 11

雲梯 13

サッカーゴール 8

ジャングルジム 15

滑り台 18

タイヤ遊具 13

鉄棒 35

投てき板 1

はん登棒（のぼり棒） 14

ブランコ 34

平均台 19

丸太渡り 2

ミニサッカーゴール 15

肋木 1

複合遊具 19

その他（板登り） 1

その他（巧技台） 1

その他（ジャンピング） 1

その他（砂場） 1

その他（玉入れカゴ） 2

その他（段違い台） 2

その他（土管） 6

総計 232
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代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 吹田市長野東１３番３２号

株式会社ＳＡＫＡＥ

代表取締役　奥谷　康人 ㊞

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

第７条

9 6 1
5 契 約 の 保 証

第３条第１項第５号（契約保証金等の額は、契約金額の１００分の５に相当する額
以上とする。）

\ 1 5 9 2
5 7 4

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 7 5 2 2
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 8日　から　令和 5年 3月24日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000090

1 委 託 業 務 名 吹田市立小学校及び幼稚園（Ａブロック）の安全対策に係る警備業務

2 場 所 吹田市立小学校及び幼稚園（Ａブロック）



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、各月の委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了報

告書類とともに成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了報告書類を受理したときは、その日から１０日以内に成果品に

ついて検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

３ １か月当たり支払額は、別表のとおりとする。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関



する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 



第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則



に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



別表

　　　　　（消費税及び地方消費税の額を含む）

実施月

4 1,460,206 円

5 1,460,206 円

6 1,460,206 円

7 1,460,206 円

8 1,460,206 円

9 1,460,206 円

10 1,460,206 円

11 1,460,206 円

12 1,460,206 円

1 1,460,206 円

2 1,460,206 円

3 1,460,308 円

業務委託料支払額

実施月別（Ａブロック）安全対策に係る警備業務委託料支払額明細



吹田市立小学校及び幼稚園(Ａブロック)の 

安全対策に係る警備業務仕様書 

 

吹田市立小学校及び幼稚園（Ａブロック）の安全対策に係る警備業務に関する実施

要項について、次のとおり定める。 

 

１ 基本的事項 

（１）受注者は、業務従事者に対し各学校園に配置するまでの間に、下記の内容につ

いて適切な研修等を行うとともに、業務に関し必要な指揮監督を行わなければな

らない。 

ア 各学校園の危機管理マニュアルの周知 

イ 緊急時の職員室及び教職員への連絡方法 

ウ 児童及び園児との接し方 

エ 来校園者への接し方 

（２）受注者は、その責務として常に業務従事者の安全と健康の確保に努めること。 

（３）業務従事者は、容儀を正し何人に対しても謙虚な態度で接すること。 

（４）業務従事者は、業務を行う場合は、学校園の運営を妨げないこと。 

（５）受注者は、業務従事者の住所・名前等必要な事項を、あらかじめ発注者並びに

当該校長に届け出なければならない。 

（６）業務従事者は、業務の履行に際し知り得た個人情報を漏らしてはならない。ま

た、その職を退いた後も同様とする。 

（７）業務従事者は、業務終了後、あらかじめ指定された様式に基づく報告書を作成

し、当該校長に提出すること。 

（８）業務従事者は、学校園内及び周辺道路等での喫煙は厳に慎むこと。また、受注

者は業務従事者に対し、喫煙禁止について指導・教育等必要な措置を講じること。 

 

２ 警備体制等 

（１）業務対象学校園は、別紙一覧表のとおり。 

（２）業務にあたり、受注者は、各小学校（併設幼稚園を含む）にそれぞれ１名の業

務従事者（警備員）を配置するものとする。 

（３）（２）の業務従事者は、仕様書に定める業務を遂行可能な人とし、身分証明書を

必携の上、制服・制帽、名札、腕章を着用し、緊急連絡用として携帯電話等と警

笛を常時携帯させるものとする。また、私物等の持込については、当該勤務日に

必要な物のみとする。 

（４）業務従事者配置期間 

令和４年４月８日から令和５年３月２４日まで。 

（５）業務日及び業務時間 

ア 業務日   

月曜日から金曜日までとする。 

ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日、７月２１日から８月２４日までの日、１２月２６日から翌年の１月７日

までの日は除く。 



イ 業務時間 

午前８時３０分から午後５時まで（午前１１時から午後１時３０分までの間

で休憩１時間） 

ウ ア・イにかかわらず学校園行事等の都合により、業務日及び業務時間を変更

する場合がある。 

 

３ 業務内容 

（１）目的 

学校園の安全管理確保と円滑な運営を目的とし、外部からの不審者に対する警

備、児童及び園児の不測の事故に対する緊急かつ臨機応変な処置を任務とし、受

注者は業務従事者を指揮監督して業務を行うものとする。 

（２）校長が指示する校門（正門）周辺の立哨及び校門（正門）の開閉。 

（３）校門（正門）周辺の安全監視、来校園者の受付。 

（４）受付・用件の確認において、不審者と判断した場合は緊急対応マニュアル等に

基づき、速やかに学校園関係者に連絡する等、適切に処理する。また、校門（正

門）外周辺にあっても、明らかに不審者と見られる場合は同様とする。 

（５）業務時間中に担当学校内を離れてはならない。但し、止むを得ず学校を離れる

場合は事前に校長に報告すること。 

（６）受注者は、業務従事者の指導教育について、次の点に重点を置くこと。 

ア 火災や不法侵入等、緊急事態発生時に適切な処置ができること。 

イ 児童及び園児に対して、教育的配慮をもって接すること。 

ウ 学校園施設の利用者等に対しては、親切丁寧に応対すること。 

（７）吹田市立千里丘北小学校の業務従事者は、概ね午前８時３０分においては国旗

等を揚げること（但し、雨天時は国旗掲揚しない）。 

 

４ その他 

（１）受注者は、あらかじめ平常時及び緊急時の連絡体制を定め、連絡業務を円滑に

行うものとする。 

（２）業務従事者による校園内への車両（二輪を除く）の乗入れは禁止するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

吹田市立小学校及び幼稚園（Ａブロック）の安全対策に係る警備業務 

実施対象学校園一覧表 

 

 学校園名 所在地 電話番号 

小
学
校
（
併
設
幼
稚
園
含
む
） 

山田第一小学校 

認定こども園山田第一幼稚園含む 
吹田市山田東２丁目33番２号 6877‐4131 

山田第二小学校 吹田市千里丘下19番１号 6877‐0088 

山田第三小学校 

認定こども園山田第三幼稚園含む 
吹田市山田西１丁目４番１号 6877‐5701 

山田第五小学校 吹田市山田西１丁目６番１号 6876‐7701 

東山田小学校 

東山田幼稚園含む 
吹田市青葉丘南15番10号 6876‐8405 

南山田小学校 

南山田幼稚園含む 
吹田市千里丘西９番１号 6876‐2404 

西山田小学校 吹田市山田西２丁目10番１号 6877‐4631 

北山田小学校 吹田市山田北１番１号 6876‐7333 

千里丘北小学校 吹田市千里丘北１番30号 6876‐0103 

 



日 曜日 警備員氏名 印 記　　　　　事 校長印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名

業　者　名　　　株式会社ＳＡＫＡＥ



日 曜日 警備員氏名 印 記　　　　　事 校長印

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

業　者　名　　　株式会社ＳＡＫＡＥ

 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名



0
0

#
0
0

#
0
00
0

受　注　者 豊中市服部豊町１丁目２番６号

株式会社オリエント・サービス

代表取締役　酒井　満 ㊞

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

第７条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

4 9 0
5 契 約 の 保 証

第３条第１項第５号（契約保証金等の額は、契約金額の１００分の５に相当する額
以上とする。）

\ 1 5 8 9
3 9 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 7 4 8 4
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 8日　から　令和 5年 3月24日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000108

1 委 託 業 務 名 吹田市立小学校及び幼稚園（Ｂブロック）の安全対策に係る警備業務

2 場 所 吹田市立小学校及び幼稚園（Ｂブロック）



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、各月の委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了報

告書類とともに成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了報告書類を受理したときは、その日から１０日以内に成果品に

ついて検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

３ １か月当たり支払額は、別表のとおりとする。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関



する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 



第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則



に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



別表

　　　　　（消費税及び地方消費税の額を含む）

実施月

4 1,457,027 円

5 1,457,027 円

6 1,457,027 円

7 1,457,027 円

8 1,457,027 円

9 1,457,027 円

10 1,457,027 円

11 1,457,027 円

12 1,457,027 円

1 1,457,027 円

2 1,457,027 円

3 1,457,093 円

業務委託料支払額

実施月別（Ｂブロック）安全対策に係る警備業務委託料支払額明細



吹田市立小学校及び幼稚園(Ｂブロック)の 

安全対策に係る警備業務仕様書 

 

吹田市立小学校及び幼稚園（Ｂブロック）の安全対策に係る警備業務に関する実施

要項について、次のとおり定める。 

 

１ 基本的事項 

（１）受注者は、業務従事者に対し各学校園に配置するまでの間に、下記の内容につ

いて適切な研修等を行うとともに、業務に関し必要な指揮監督を行わなければな

らない。 

ア 各学校園の危機管理マニュアルの周知 

イ 緊急時の職員室及び教職員への連絡方法 

ウ 児童及び園児との接し方 

エ 来校園者への接し方 

（２）受注者は、その責務として常に業務従事者の安全と健康の確保に努めること。 

（３）業務従事者は、容儀を正し何人に対しても謙虚な態度で接すること。 

（４）業務従事者は、業務を行う場合は、学校園の運営を妨げないこと。 

（５）受注者は、業務従事者の住所・名前等必要な事項を、あらかじめ発注者並びに

当該校長に届け出なければならない。 

（６）業務従事者は、業務の履行に際し知り得た個人情報を漏らしてはならない。ま

た、その職を退いた後も同様とする。 

（７）業務従事者は、業務終了後、あらかじめ指定された様式に基づく報告書を作成

し、当該校長に提出すること。 

（８）業務従事者は、学校園内及び周辺道路等での喫煙は厳に慎むこと。また、受注

者は業務従事者に対し、喫煙禁止について指導・教育等必要な措置を講じること。 

 

２ 警備体制等 

（１）業務対象学校園は、別紙一覧表のとおり。 

（２）業務にあたり、受注者は、各小学校（併設幼稚園を含む）にそれぞれ１名の業

務従事者（警備員）を配置するものとする。 

（３）（２）の業務従事者は、仕様書に定める業務を遂行可能な人とし、身分証明書を

必携の上、制服・制帽、名札、腕章を着用し、緊急連絡用として携帯電話等と警

笛を常時携帯させるものとする。また、私物等の持込については、当該勤務日に

必要な物のみとする。 

（４）業務従事者配置期間 

令和４年４月８日から令和５年３月２４日まで。 

（５）業務日及び業務時間 

ア 業務日   

月曜日から金曜日までとする。 

ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日、７月２１日から８月２４日までの日、１２月２６日から翌年の１月７日

までの日は除く。 



イ 業務時間 

午前８時３０分から午後５時まで（午前１１時から午後１時３０分までの間

で休憩１時間） 

ウ ア・イにかかわらず学校園行事等の都合により、業務日及び業務時間を変更

する場合がある。 

 

３ 業務内容 

（１）目的 

学校園の安全管理確保と円滑な運営を目的とし、外部からの不審者に対する警

備、児童及び園児の不測の事故に対する緊急かつ臨機応変な処置を任務とし、受

注者は業務従事者を指揮監督して業務を行うものとする。 

（２）校長が指示する校門（正門）周辺の立哨及び校門（正門）の開閉。 

（３）校門（正門）周辺の安全監視、来校園者の受付。 

（４）受付・用件の確認において、不審者と判断した場合は緊急対応マニュアル等に

基づき、速やかに学校園関係者に連絡する等、適切に処理する。また、校門（正

門）外周辺にあっても、明らかに不審者と見られる場合は同様とする。 

（５）業務時間中に担当学校内を離れてはならない。但し、止むを得ず学校を離れる

場合は事前に校長に報告すること。 

（６）受注者は、業務従事者の指導教育について、次の点に重点を置くこと。 

ア 火災や不法侵入等、緊急事態発生時に適切な処置ができること。 

イ 児童及び園児に対して、教育的配慮をもって接すること。 

ウ 学校園施設の利用者等に対しては、親切丁寧に応対すること。 

 

４ その他 

（１）受注者は、あらかじめ平常時及び緊急時の連絡体制を定め、連絡業務を円滑に

行うものとする。 

（２）業務従事者による校園内への車両（二輪を除く）の乗入れは禁止するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

吹田市立小学校及び幼稚園（Ｂブロック）の安全対策に係る警備業務 

実施対象学校園一覧表 

 

 学校園名 所在地 電話番号 

小
学
校
（
併
設
幼
稚
園
含
む
） 

吹田第一小学校 

認定こども園吹田第一幼稚園含む 
吹田市元町30番35号 6381‐5280 

吹田第三小学校 

吹田第三幼稚園含む 
吹田市高城町18番39号 6381‐0413 

吹田東小学校     吹田市幸町20番１号 6381‐5458 

吹田第六小学校  吹田市南清和園町43番１号 6382‐6831 

千里第一小学校 吹田市片山町４丁目32番10号 6387‐5741 

佐井寺小学校 吹田市佐井寺３丁目３番１号 6330‐1601 

東佐井寺小学校 

東佐井寺幼稚園含む 
吹田市五月が丘西４番１号 6387‐1278 

岸部第一小学校 

認定こども園岸部第一幼稚園含む 
吹田市岸部中２丁目19番１号 6387‐5701 

岸部第二小学校 吹田市岸部北４丁目12番１号 6389‐7788 

 

 



日 曜日 警備員氏名 印 記　　　　　事 校長印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名

業　者　名　　　株式会社オリエント・サービス



日 曜日 警備員氏名 印 記　　　　　事 校長印

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名

業　者　名　　　株式会社オリエント・サービス



0
0

#
0
0

#

内訳

小学校

0
00
0

代表取締役　酒井　満 ㊞

１７，４８４，３９０円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　１，５８９，４９０円）

幼稚園 　１，１２０，３２８円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　１０１，８４８円）

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

業務委託契約書

22000123

1 委 託 業 務 名 吹田市立小学校及び幼稚園（Ｃブロック）の安全対策に係る警備業務

2 場 所 吹田市立小学校及び幼稚園（Ｃブロック）

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 8日　から　令和 5年 3月24日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

0 4
千 百 十 円

\ 1 8 6
9 1

7 1 8
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 3 3 8

5 契 約 の 保 証
第３条第１項第５号（契約保証金等の額は、契約金額の１００分の５に相当する額
以上とする。）

\ 1 6

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

第７条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

株式会社オリエント・サービス

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 豊中市服部豊町１丁目２番６号



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、各月の委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了報

告書類とともに成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了報告書類を受理したときは、その日から１０日以内に成果品に

ついて検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

３ １か月当たり支払額は、別表のとおりとする。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関



する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 



第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則



に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



　　　　　（消費税及び地方消費税の額を含む）

4 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

5 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

6 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

7 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

8 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

9 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

10 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

11 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

12 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

1 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

2 1,550,384 円 1,457,027 円 93,357 円

3 1,550,494 円 1,457,093 円 93,401 円

別表

実施月別（Ｃブロック）安全対策に係る警備業務委託料支払額明細

実施月 業務委託料支払額
内訳

小学校 幼稚園



吹田市立小学校及び幼稚園(Ｃブロック)の 

安全対策に係る警備業務仕様書 

 

吹田市立小学校及び幼稚園（Ｃブロック）の安全対策に係る警備業務に関する実施

要項について、次のとおり定める。 

 

１ 基本的事項 

（１）受注者は、業務従事者に対し各学校園に配置するまでの間に、下記の内容につ

いて適切な研修等を行うとともに、業務に関し必要な指揮監督を行わなければな

らない。 

ア 各学校園の危機管理マニュアルの周知 

イ 緊急時の職員室及び教職員への連絡方法 

ウ 児童及び園児との接し方 

エ 来校園者への接し方 

（２）受注者は、その責務として常に業務従事者の安全と健康の確保に努めること。 

（３）業務従事者は、容儀を正し何人に対しても謙虚な態度で接すること。 

（４）業務従事者は、業務を行う場合は、学校園の運営を妨げないこと。 

（５）受注者は、業務従事者の住所・名前等必要な事項は、あらかじめ発注者並びに

当該校園長に届け出なければならない。 

（６）業務従事者は、業務の履行に際し知り得た個人情報を漏らしてはならない。ま

た、その職を退いた後も同様とする。 

（７）業務従事者は、業務終了後、あらかじめ指定された様式に基づく報告書を作成

し、当該校園長に提出すること。 

（８）業務従事者は、学校園内及び周辺道路等での喫煙は厳に慎むこと。また、受注

者は業務従事者に対し、喫煙禁止について指導・教育等必要な措置を講じること。 

 

２ 警備体制等 

（１）業務対象学校園は、別紙一覧表のとおり。 

（２）業務にあたり、受注者は、各小学校（併設幼稚園等を含む）及び単独幼稚園に

それぞれ１名の業務従事者（警備員）を配置するものとする。 

（３）（２）の業務従事者は、仕様書に定める業務を遂行可能な人とし、身分証明書を

必携の上、制服・制帽、名札、腕章を着用し、緊急連絡用として携帯電話等と警

笛を常時携帯させるものとする。また、私物等の持込については、当該勤務日に

必要な物のみとする。 

（４）業務従事者配置期間 

令和４年４月８日から令和５年３月２４日まで。 

 （単独幼稚園は、令和４年４月１１日から令和５年３月２２日まで。） 

（５）業務日及び業務時間 

ア 小学校（併設幼稚園等を含む） 

（ア）業務日 

月曜日から金曜日までとする。 

ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す



る休日、７月２１日から８月２４日までの日、１２月２６日から翌年の１月

７日までの日は除く。 

（イ）業務時間 

午前８時３０分から午後５時まで（午前１１時から午後１時３０分までの

間で休憩１時間） 

イ 単独幼稚園 

（ア）業務日 

月曜日から金曜日及び夏季休業中のプール授業日とする。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、夏季（プ

ール授業日以外の日）・冬季休業日を除く日とする。 

（イ）業務時間 

次の表のとおり、業務日の保育時間に応じた時間とする。 

保  育  時  間 業  務  時  間 

午前８時４５分から 

午後０時１５分まで 

３時間３０分 

午前８時４５分から 

午後２時１５分まで 

４時間３０分 
（午前１１時から午後１時３０分までの間で休憩１時間） 

（ウ）ア・イにかかわらず学校園行事等の都合により、業務日及び業務時間を変

更する場合がある。 

 

３ 業務内容 

（１）目的 

学校園の安全管理確保と円滑な運営を目的とし、外部からの不審者に対する警

備、児童及び園児の不測の事故に対する緊急かつ臨機応変な処置を任務とし、受

注者は業務従事者を指揮監督して業務を行うものとする。 

（２）校園長が指示する校門（正門）周辺の立哨及び校門（正門）の開閉。 

（３）校門（正門）周辺の安全監視、来校園者の受付。 

（４）受付・用件の確認において、不審者と判断した場合は緊急対応マニュアル等に

基づき、速やかに学校園関係者に連絡する等、適切に処理する。また、校門（正

門）外周辺にあっても、明らかに不審者と見られる場合は同様とする。 

（５）業務時間中に担当学校園内を離れてはならない。但し、止むを得ず学校園を離

れる場合は事前に校園長に報告すること。 

（６）受注者は、業務従事者の指導教育について、次の点に重点を置くこと。 

ア 火災や不法侵入等、緊急事態発生時に適切な処置ができること。 

イ 児童及び園児に対して、教育的配慮をもって接すること。 

ウ 学校園施設の利用者等に対しては、親切丁寧に応対すること。 

 

４ その他 

（１）受注者は、あらかじめ平常時及び緊急時の連絡体制を定め、連絡業務を円滑に

行うものとする。 

（２）業務従事者による校園内への車両（二輪を除く）の乗入れは禁止するものとす

る。 

 

 



 

吹田市立小学校及び幼稚園（Ｃブロック）の安全対策に係る警備業務 

実施対象学校園一覧表 

 

 学校園名 所在地 電話番号 

小
学
校
（
併
設
幼
稚
園
等
含
む
） 

吹田第二小学校 吹田市泉町３丁目15番18号  6386‐0841 

吹田南小学校 吹田市南吹田５丁目12番１号 6386‐0821 

千里第二小学校 

認定こども園千里第二幼稚園含む 
吹田市千里山松が丘25番１号 6387‐5781 

千里第三小学校 吹田市千里山西２丁目13番１号 6386‐0831 

豊津第一小学校 

認定こども園豊津第一幼稚園含む 
吹田市江坂町１丁目15番42号 6386‐0891 

豊津第二小学校 吹田市江坂町２丁目５番１号 6386‐0861 

江坂大池小学校 

江坂大池こども園含む 
吹田市江坂町３丁目13番１号  6380‐1497 

山手小学校 吹田市山手町２丁目15番43号 6387‐5791 

片山小学校 

片山幼稚園含む 
吹田市朝日が丘町16番１号 6387‐8531 

単
独
幼
稚
園 

認定こども園吹田南幼稚園 吹田市南金田１丁目４番16号 6386-2677 
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 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名

業　者　名　　　株式会社オリエント・サービス
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 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名

業　者　名　　　株式会社オリエント・サービス



0
0

#
0
0

#

内訳

小学校

0
00
0

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 豊中市服部豊町１丁目２番６号

株式会社オリエント・サービス

代表取締役　酒井　満 ㊞

5 契 約 の 保 証
第３条第１項第５号（契約保証金等の額は、契約金額の１００分の５に相当する額
以上とする。）

6

令和 4年 4月 1日

発　注　者 吹 田 市

１ 通 を 保 有 す る 。

9 1 8\ 1 7 0 5
1 0 3

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 8 7 6 5
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 4月 8日　から　令和 5年 3月24日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

22000141

1 委 託 業 務 名 吹田市立小学校及び幼稚園（Ｄブロック）の安全対策に係る警備業務

2 場 所 吹田市立小学校及び幼稚園（Ｄブロック）

１７，６３５，１１７円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　１，６０３，１９２円）

幼稚園 　１，１２９，９８６円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　１０２，７２６円）

適 用 除 外 条 項 第７条

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自



（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、各月の委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了報

告書類とともに成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了報告書類を受理したときは、その日から１０日以内に成果品に

ついて検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

３ １か月当たり支払額は、別表のとおりとする。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関



する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 



第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則



に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



　　　　　（消費税及び地方消費税の額を含む）

4 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

5 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

6 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

7 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

8 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

9 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

10 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

11 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

12 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

1 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

2 1,563,749 円 1,469,589 円 94,160 円

3 1,563,864 円 1,469,638 円 94,226 円

別表

業務委託料支払額
小学校 幼稚園

内訳

実施月別（Ｄブロック）安全対策に係る警備業務委託料支払額明細

実施月



吹田市立小学校及び幼稚園(Ｄブロック)の 

安全対策に係る警備業務仕様書 

 

吹田市立小学校及び幼稚園（Ｄブロック）の安全対策に係る警備業務に関する実施

要項について、次のとおり定める。 

 

１ 基本的事項 

（１）受注者は、業務従事者に対し各学校園に配置するまでの間に、下記の内容につ

いて適切な研修等を行うとともに、業務に関し必要な指揮監督を行わなければな

らない。 

ア 各学校園の危機管理マニュアルの周知 

イ 緊急時の職員室及び教職員への連絡方法 

ウ 児童及び園児との接し方 

エ 来校園者への接し方 

（２）受注者は、その責務として常に業務従事者の安全と健康の確保に努めること。 

（３）業務従事者は、容儀を正し何人に対しても謙虚な態度で接すること。 

（４）業務従事者は、業務を行う場合は、学校園の運営を妨げないこと。 

（５）受注者は、業務従事者の住所・名前等必要な事項は、あらかじめ発注者並びに

当該校園長に届け出なければならない。 

（６）業務従事者は、業務の履行に際し知り得た個人情報を漏らしてはならない。ま

た、その職を退いた後も同様とする。 

（７）業務従事者は、業務終了後、あらかじめ指定された様式に基づく報告書を作成

し、当該校園長に提出すること。 

（８）業務従事者は、学校園内及び周辺道路等での喫煙は厳に慎むこと。また、受注

者は業務従事者に対し、喫煙禁止について指導・教育等必要な措置を講じること。 

 

２ 警備体制等 

（１）業務対象学校園は、別紙一覧表のとおり。 

（２）業務にあたり、受注者は、各小学校（併設幼稚園等を含む）及び単独幼稚園に

それぞれ１名の業務従事者（警備員）を配置するものとする。 

（３）（２）の業務従事者は、仕様書に定める業務を遂行可能な人とし、身分証明書を

必携の上、制服・制帽、名札、腕章を着用し、緊急連絡用として携帯電話等と警

笛を常時携帯させるものとする。また、私物等の持込については、当該勤務日に

必要な物のみとする。 

（４）業務従事者配置期間 

令和４年４月８日から令和５年３月２４日まで。 

 （単独幼稚園は、令和４年４月１１日から令和５年３月２２日まで。） 

（５）業務日及び業務時間 

ア 小学校（併設幼稚園等を含む） 

（ア）業務日 

月曜日から金曜日までとする。 

ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す



る休日、７月２１日から８月２４日までの日、１２月２６日から翌年の１月

７日までの日は除く。 

（イ）業務時間 

午前８時３０分から午後５時まで（午前１１時から午後１時３０分までの

間で休憩１時間） 

イ 単独幼稚園 

（ア）業務日 

月曜日から金曜日及び夏季休業中のプール授業日とする。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、夏季（プ

ール授業日以外の日）・冬季休業日を除く日とする。 

（イ）業務時間 

次の表のとおり、業務日の保育時間に応じた時間とする。 

保  育  時  間 業  務  時  間 

午前８時４５分から 

午後０時１５分まで 

３時間３０分 

午前８時４５分から 

午後２時１５分まで 

４時間３０分 
（午前１１時から午後１時３０分までの間で休憩１時間） 

（ウ）ア・イにかかわらず学校園行事等の都合により、業務日及び業務時間を変

更する場合がある。 

 

３ 業務内容 

（１）目的 

学校園の安全管理確保と円滑な運営を目的とし、外部からの不審者に対する警

備、児童及び園児の不測の事故に対する緊急かつ臨機応変な処置を任務とし、受

注者は業務従事者を指揮監督して業務を行うものとする。 

（２）校園長が指示する校門（正門）周辺の立哨及び校門（正門）の開閉。 

（３）校門（正門）周辺の安全監視、来校園者の受付。 

（４）受付・用件の確認において、不審者と判断した場合は緊急対応マニュアル等に

基づき、速やかに学校園関係者に連絡する等、適切に処理する。また、校門（正

門）外周辺にあっても、明らかに不審者と見られる場合は同様とする。 

（５）業務時間中に担当学校園内を離れてはならない。但し、止むを得ず学校園を離

れる場合は事前に校園長に報告すること。 

（６）受注者は、業務従事者の指導教育について、次の点に重点を置くこと。 

ア 火災や不法侵入等、緊急事態発生時に適切な処置ができること。 

イ 児童及び園児に対して、教育的配慮をもって接すること。 

ウ 学校園施設の利用者等に対しては、親切丁寧に応対すること。 

 

４ その他 

（１）受注者は、あらかじめ平常時及び緊急時の連絡体制を定め、連絡業務を円滑に

行うものとする。 

（２）業務従事者による校園内への車両（二輪を除く）の乗入れは禁止するものとす

る。 

 

 



 

吹田市立小学校及び幼稚園（Ｄブロック）の安全対策に係る警備業務 

実施対象学校園一覧表 

 

 学校園名 所在地 電話番号 

小
学
校
（
併
設
幼
稚
園
等
含
む
） 

千里新田小学校 

千里新田こども園を含む 
吹田市春日４丁目10番１号 6386‐9214 

佐竹台小学校 吹田市佐竹台４丁目12番１号 6871‐0108 

高野台小学校 吹田市高野台２丁目16番１号 6871‐0553 

津雲台小学校 吹田市津雲台４丁目７番１号 6871‐0109 

古江台小学校 吹田市古江台５丁目６番１号 6872‐0308 

藤白台小学校 吹田市藤白台３丁目３番１号 6872‐0366 

青山台小学校 吹田市青山台２丁目５番１号 6872‐0358 

桃山台小学校 吹田市桃山台１丁目５番１号 6871‐0761 

千里たけみ小学校 吹田市竹見台３丁目３番１号 6834‐0448 

単
独
幼
稚
園 

認定こども園佐竹台幼稚園 吹田市佐竹台５丁目12番１号 6871‐2234 

 



























日 曜日 警備員氏名 印 記　　　　　事 校長印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名

業　者　名　　　株式会社オリエント・サービス
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16
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

業　者　名　　　株式会社オリエント・サービス

 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名

業　者　名　　　株式会社オリエント・サービス



日 曜日 警備員氏名 印 記　　　　　事 校長印

16
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18
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業　者　名　　　株式会社オリエント・サービス

 安全対策警備業務　実績報告書    （  　　　　　年　　　　月）

学校名


